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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１８年３月１６日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　１時４２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 木村勝彦

委　　員 柴田繁勝  委　　員 野口　博  委　　員 山本善信

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

市長公室参事　小山和重 政策推進課参事　吉田和生

生活環境部長　前田宜伸 同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼環境対策課長　前川　弘

都市整備部長　岩田延弘 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

まちづくり支援課長　土井正治　　同課参事　山本莊一

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局次長代理　上　清隆 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　議案第１号　平成１８年度摂津市一般会計予算所管分

　　議案第９号　平成１７年度摂津市一般会計補正予算所管分
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（午前１０時　開会）

○藤浦委員長　ただいまから駅前等再開

発特別委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。きょ

うはお忙しい中、駅前等再開発特別委員

会の開催、大変ご苦労さまでございます。

　先日来、代表質問また委員会等々で、

貴重なご提言をいただきまして、大変あ

りがとうございました。本日は、当委員

会に付託されました議案につきまして、

どうぞ慎重審議をいただきまして、ご可

決を賜りますよう、よろしくお願いいた

します。

○藤浦委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、山本善

信委員を指名します。

　審査につきましては、議案第１号所管

分及び議案第９号所管分について一括で

行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○藤浦委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　市長公室長。

○寺田市長公室長　それでは、議案第１

号、平成１８年度摂津市一般会計予算の

うち、市長公室にかかわります部分につ

きまして、目を追って主なものにつきま

して、補足説明をさせていただきたいと

思います。

　歳出でございますが、予算書の７９ペー

ジをお開き願います。あわせまして、予

算概要の２２ページをご参照願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

６、企画費のうち、南千里丘まちづくり

事業の検証にかかわります予算といたし

まして、報償費ではアドバイザーへの報

償金３０万円でございます。旅費は普通

旅費２０万３，０００円でございます。

需用費は消耗品費等２８万円でございま

す。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算のうち、市長

公室にかかわります事項につきまして、

補足説明をさせていただきます。

　歳出についてでございますが、２８ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目６、企画費では、南千里丘まちづくり

事業の検証にかかる事務執行経費を決算

見込みにより減額いたしております。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○藤浦委員長　続いて、生活環境部長。

○前田生活環境部長　議案第１号、平成

１８年度摂津市一般会計予算のうち、生

活環境部所管分について、目を追って補

足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、１２８ページ、

款３、民生費、項４、生活文化費、目１、

生活文化総務費の積立金は、総合福祉会

館再整備基金積立金の利息で、基金に組

み入れるものでございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○藤浦委員長　都市整備部長。

○岩田都市整備部長　それでは、議案第

１号、平成１８年度摂津市一般会計予算

のうち、都市整備部にかかわる部分につ

きまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。
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　歳出でございますが、１６５ページ、

款７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費では、報償費、旅費及び需用

費のうち、阪急正雀駅前地区整備支援事

業、阪急京都線連続立体交差事業及び吹

田操車場跡地利用検討事業にかかわる経

費でございます。

　次に、１６８ページ、目６、再開発事

業では、千里丘西地区市街地再開発準備

組合への講師派遣等の支援をいたすもの

でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算（第６号）の

うち、都市整備部にかかわる部分につき

まして、目を追って主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、５４ページ、款

７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費では、旅費、需用費、委託料

は所管事業にかかわる経費の執行差金及

び落札差金であります。

　５５ページ、目６、再開発事業費では、

報償費、旅費、需用費は、所管事業にか

かわる経費の執行差金であります。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○藤浦委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。質疑のある方はありませんか。

　野口委員。

○野口委員　きょうは特別委員会という

ことでありますので、その流れを見なが

ら、幾つか質問させていただきたいと思っ

ています。

　まず、最初に前段として、決算見込み

に立って、補正も提案されていますので、

特別委員会の所管全体にわたって、当初

の予定と比べて、結果、平成１７年度は

どうなのかということについて、まず説

明をひとつお願いしたいというのが第１

点であります。

　個々の問題に少し入りますけれども、

まず、再開発事業関係で、千里丘西口の

到達状況といいますか、この間の審議の

中では、この１月に、再開発計画されて

いる地域で土地を２番目に多く持ってい

る方が、準備組合全体に、みずからが持っ

ている計画についてお話する場面をつく

ると、そういう手続も踏んでいくんだと

いうお話がありました。もう３月であり

ますけれども、その辺の状況を含めて、

西口側の動きがどうなっているのか教え

ていただきたいと。

　３つ目は、南千里丘のまちづくり問題

です。代表質問のときにも資金計画だと

か、いわゆる市民参加、住民合意をいか

に図っていくのかという角度から質問を

させていただいたんですが、金額的には、

当初は、昨年と同じ当初予算７８万３，

０００円、同じ予算が今回も提案をされ

ているんですけれども、１つは、地域住

民、市民の皆さんに対する説明会なり懇

談会の関係の問題です。代表質問のご答

弁では、いわゆるそういうことをする前

提として、関係者間の基本的合意が整え

るということが第一だという答弁であり

ました。そこで、この問題で、１つは関

係者間の基本合意というのが、どういう

内容を示しているのかというのが第１点

です。

　もう一つは、この市民説明会や懇談会

をどういう方向で進めていくのかと。な

かなか現時点では細かく言えない部分も

あろうかと思いますけれども、基本的に

どういう流れを考えているのか。

　２つ目は、資金計画の問題です。これ

まで私どもは、借金をふやす南千里丘開

発問題について、その全体像や市政全般

に対する影響を、きちっと市民の皆さん
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に知らしめて、市民的検討を行うべきだ

と。それまでは凍結すべきだという立場

で物を言うてきました。改めて、現時点

に立って、これまで私どもも述べていた

資金計画の中身について、現時点、どこ

まで煮詰まっているのかという難しい状

況ですけれども、出されている資料に基

づいて、現時点で確認できる数字という

意味で、答えていただきたいと。

　２年前の３月にまとめた構想案では、

第１ステージで平屋の阪急の駅をつくる

という前提で事が進められています。第

２ステージは、２．１キロメートルの連

続立体交差と駅の橋上化も含めて出てい

ます。そういう全体計画の中で、コミュ

ニティプラザ、仮称ですけれども、それ

にかかわる費用は含まれていないという、

こういう前提で、大まかに総事業費３６

７億８，０００万円に対して、市の負担

が７８億４，４００万円という数字であ

りました。

　そこで、基本合意直前だという時期に

来ているわけでありますけれども、ＰＦ

Ｉの１つの手法であるＳＰＣというもの

を、そこに参加されて、そういうシステ

ムの中で事を進めていくという方向で、

この間、説明がされていますけれども、

仮称コミュニティプラザとの関係ですね。

そこが、例えば市として、今のふれあい

広場の土地を持っていますけれども、そ

の土地との関係だとか、こういう公共施

設に対してどういう条件でなるのかとい

う問題もありますし、また、全体計画の

中で、交差点の改良だとか、２年前の構

想外のいろんなかかる費用などもあろう

かと思うんですけれども、そういうもの

を含めて、どういうふうに資金的に考え

ておられるのかということですね。

　それと、２年前の構想で、資金計画と

いうことで、第１ステージについて、こ

ういう形で返済をしていきますよという

資料があります。２１ページなんですけ

れども。第１ステージは平面駅を建てて

いくというふうな整備を行うということ

でありますけれども、総事業費は２４億

８，０００万円に対して、市の負担が１

４億４，６００万円ということでありま

す。それで、工事を進めていくというこ

とになった場合に、６年後からの平準化

で、均等に近い数字ですね、１億円を限

度として、借りたお金の返済をしていく

ということでありますけれども、この辺

もどうなのかということで。これに第２

ステージの分が絡まった場合、どういう

資金計画、返済計画の全体像がどうなの

か。ちょっと２年前の構想案の前提で、

それもちょっと一回説明をいただきたい

と思います。

　正雀駅前地区の問題です。過去いろい

ろ決算の委員会を経て、今日に至ってい

るんですけども、いろいろ論議をされて

おりますように、周辺の状況も変わって

きていますし、そういう中で、地元の商

店者の方、それと住民の方などの、この

正雀の駅周辺をどういうふうに将来つくっ

ていくのかということについて、きちっ

と受け皿をつくりながら、すぐには方向

性は出てきませんけれども、そういう作

業を本格的に進めていくということは大

事だと思いますので。ただ、今年度の予

算を見ても、２１万１，０００円という

ことで、去年と変わらんわけですね。い

ろいろ予算概要の説明では、地元主体の

まちづくり推進のための意見交換の場づ

くりと支援ということで書いてますし、

これも去年と変わらないという。そうい

う変わらない予算と、変わらない説明で、

ことしも入っていくわけですけれども、

代表質問でもそういう申し上げた方向の

答弁が出ていますから、ことし、実際そ
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ういう方向に向けて、どういうことを考

えているのか、ご意見を聞かせていただ

きたいと思います。

　貨物駅の問題です。ご承知のとおり、

２月１０日に吹田貨物ターミナル駅の建

設着工合意の協定書が締結をされまして、

それを前後して、マスコミでも吹田での

住民投票条例制定を求める運動も含めて、

改めて梅田北ヤードの開発問題と今回の

移転の問題を絡めて、いろいろ報道もさ

れていることは、ご承知のとおりであり

ます。代表質問では、そうした経過につ

いて、摂津市としてどういう評価をされ

てきたのかということについて問うてる

わけですけども、なかなか答弁が、経過

はこうでありましたと。今後は調整会議

において、いろんな問題については指摘

もし、ちゃんとしていきたいという趣旨

の答弁でありましたので、改めてこの問

題について、まずお問いをしておきたい

と思うんです。

　これまで貨物駅の問題については、摂

津にとっても吹田にとっても、行政側と

しては開発可能用地が提供されるから、

最後に残った広大な用地として、将来の

まちづくりにとって大事だという立場で

説明をされてきているわけですけれども、

本来的に見れば、百害あって一利なしと

いう計画だということで、これまでも指

摘をしました。この間、そういうことを

前提としてきた問題も含めてどう評価さ

れているのか、まずお尋ねしておきます。

　もう一つは百済駅の状況について、改

めて確認しておきたいと思うんです。こ

の間、１年前から百済地域に対する説明

が行われて、育和連合振興町会の中では

１９自治会がありますけれども、そうい

う中で説明会なり要望書が出て、支援機

構が回答を行ったということの、そうい

う少数ですね。いろんな資料が届いて、

この委員会にも説明をいただいてきてい

ます。そういうことも含めて、改めて現

時点で、百済の方の状況をどう把握され

ているのか、改めて確認をしておきたい

と思います。

　次に、吹田の住民投票条例を求める直

接請求署名なんですけど、ご承知のとお

り４万１，３９４筆届けられて、今、多

分、選管の方で出された署名の確認の作

業をやっていると思うんです。情報とし

ては、早ければ４月の末、または５月の

連休明けぐらいに臨時議会が開かれて、

市長が意見をつけて議会に提案をし、ま

ずその賛否を問うということになろうか

と思うんですけども、こういう同じ問題

で両行政が取り組んできて、大事な問題

だということで、吹田の方では、大変雪

の中苦労されて４万を集めて、やっぱり

大事な問題だから、そういう条例をつくっ

て市民の意見を聞いてほしいと、判断す

べきだということで、こういう運動が広

がってきているわけで、ただ、議会の力

関係は微妙ですけれども、そういう吹田

の動きにかかわって、直接民主主義とい

いますか、そういう立場からこういう動

きがあるんですけども、こうした動きに

ついてどう見ているのか、ちょっとこの

際、聞いておきたいと思います。

　もう一つは、埋蔵物の問題です。ＪＲ

千里丘ガード拡幅のところで、千里丘１

丁目のところでも、数百の埋蔵物が発掘

されまして、これをどうするかという問

題もありますけれども、吹田操車場跡地

全体が、埋蔵物の包蔵地だということで、

そういう角度からも大事な地域だという

ことで、いろいろこの間、大阪府の教育

委員会を通じて、事を進めてもらってい

るわけでありますけれども。先般、吹田

操車場遺跡、明和池遺跡の保存と活用を

考える市民の会として、教育委員会にこ
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の埋蔵文化財について、早期に公開展示

を求めるということと、こうした摂津市

内で発掘された遺跡について、きちっと

保管、展示をする場所を、恒常的に設け

てほしいという趣旨の要望が提出をされ

ておりますけれども、こういう問題につ

いてどう対応されるのか、以上、そうい

う問題について１回目の質問とします。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　まず、千里

丘西地区の現状ですけれども、質問にも

ありましたように、開発を希望されてい

る大口地権者の方から、西地区の準備組

合の役員会において、１月２３日、みず

からが出席されまして、開発に関する考

え方を説明されております。その地権者

がお持ちの土地が、現在、余り土地活用

されていない、更地であったり、空き家

であったりという状況の中で、早く土地

活用をしたいというのが、開発を考えて

おられる地権者さんのご意見でした。準

備組合としましても、土地活用を急いで

いるということには一定理解をするとい

う意見が出ております。その中でも、準

備組合としましては、今現在、反対の大

口地権者さんの説得に力を入れていこう

という方針で動いておられれます。また、

開発を考えておられる地権者にしても、

大口地権者の土地を一部借地して、開発

を考えておられます。そんな中で、大口

地権者との交渉も今後出てくると。その

中で、準備組合としましては、自分のと

ころの土地だけじゃなくて、まずは準備

組合としては全体の、再開発事業として

の大口地権者の協力を、今、考えている

中なので、開発を考えておられる地権者

さんがお話に行くときに、まず全体の再

開発に協力してほしいという話からやっ

てもらえないかというのが、準備組合と

しての意見として出されておりまして、

開発を考えておられる地権者につきまし

ても、その辺は了承されております。そ

の後、まだ結果につきましては準備組合

の方には連絡されていないと。また、近

く役員会を開きまして、一定の報告があ

るというふうに考えております。

　それと、正雀駅前地区についでであり

ますけれども、正雀につきましては、今

まで若手懇談会につきまして、支援とい

う形でいろいろやってきました。しかし、

当初の目的であります再開発事業にまで

至っていないというのが現状であります。

その中で、本会議でもありましたように、

１８年度からは、若手への支援と並行し

まして、商業だけじゃなくて、もっと大

きな意味で、いろんな正雀に対する意見

を聞く場というか、話し合える場をつくっ

ていきたいというふうにお答えさせてい

ただいております。それで、まだ名称は

はっきり決まっておりませんけれども、

正雀まちづくり懇談会というようなもの

をつくりまして、これにつきましては、

委員を限定してやるんじゃなくて、広く

市民の参加を呼びかけまして、正雀につ

いて、とりあえず話をしてもらうと。そ

の中から、今の正雀に何が必要なのか、

また何ができるのかという話し合いをやっ

ていこうと、こういう取り組みを１８年

度ではやっていきたいというふうに考え

ております。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車

場に関するご質問にお答えいたします。

　まず、これまでの経過に対する評価は

どうかというご質問なんですけれども、

評価と言われましても非常に難しいんで

すけれども、当初、昭和６２年に梅田貨

物駅の移転の話があったときには、全面

移転ということで、吹田、摂津両市で、

それに対しては反対と。その後、平成９
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年になりましてから、そしたら２分の１

の受け入れでどうですかと。その吹田操

車場跡地としては、約半分ほどの面積が

まちづくりに資する土地で、市としても

活用できますよという提案がありまして、

その話を受けて、平成１１年に基本協定

を結びました。その基本協定を結んだ時

点では、いろんな課題が整理できれば、

その２分の１の受け入れはやむを得ない

んじゃないかということで、基本協定書

を結んでおりますので、その課題がすべ

て整理できたということで、着手合意ま

で至りましたので、既に平成１１年の時

点で半分ぐらいは、いたし方ないなとい

う判断がなされたものと考えております。

　その課題が整理できたということです

ので、評価というのは非常に難しいんで

すけれども、きっちりと市の方から課題

を鉄道機構に対して出したものが、アセ

スも含めてきっちり整理できたという判

断で、大阪府も含めた５者で着手合意ま

で至りましたので、何度も言いますけど、

評価というのは難しいんですが、やはり

整理がきっちりできたという判断で、着

手に至ったということで、市としては、

これで一応、受け入れに対しては了承し

たという形になっております。

　それから、２点目の、百済駅の状況で

すけれども、先ほどもおっしゃられてま

したけども、百済の方でも、機構との交

渉の中で、文書のやりとり、要望書も出

されたりとかいうことをされております

けれども、要望書を地元から機構に対し

て出されて、機構からの回答は出してま

すけども、最終的には地元の方と鉄道機

構の方で、協定書のような文書を交わそ

うということで、今、その協定の文書の

案作成中というふうに聞いております。

ですから、百済の地元さんとしましては、

一応、２分の１の受け入れ前提で、あと

はどういう条件をつけていくのか、ある

いは課題がどういうものであるのかとい

うのを、整理されているというふうに聞

いております。

　それから、吹田市の住民投票の動きに

関して、摂津市としてどう見ているかと

いうことですけども、着工合意まで至っ

たという事実があるんですけども、住民

投票条例の制定を求める署名につきまし

ては、今現在、吹田市の方で署名簿の審

査というのが行われております。着工合

意がされたという前提があるんですけど

も、やはりこれの取り扱いについては、

今後、吹田市の方で適切に対応がされる

というふうに考えております。

　それから、文化財についてですけども、

着工合意と同時に、鉄道・運輸機構とＪ

Ｒ貨物、それから摂津市の３者で確認書

を締結しておりますけども、その確認書

の中でも、鉄道・運輸機構は吹田貨物駅

建設事業の工事施行に当たり、埋蔵文化

財について所定の手続を行うとともに、

大阪府教育委員会等の関係機関と十分協

議を行うという文書になっておりますの

で、大阪府の教育委員会の方から、指導

なりあると思いますので、それによって

適切な対応がなされるものと考えており

ます。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、南千

里丘まちづくりにかかわりますご質問に

対して、お答えをさせていただきます。

　まず、平成１７年度の補正及び１８年

度の予算につきましての金額が変更ない

と、変動がないというご質問が１点目に

あったと思いますが、現時点での南千里

丘の状況におきまして、検証の域を出て

いないという現状でございます。その中

で、具体的にどういうような取り組みが

今後あるのかということは、改めて予算
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上でのお話をさせていただくことになろ

うかと思いますけれども、現時点では、

去年度、１７年度、そして１８年度につ

いての今の現状の変化がないということ

で、予算としては同額を計上させていた

だいております。

　次に、関係者間の合意の内容というこ

とでございますけれども、我々、市とし

て、合意の趣旨として考えておりますの

は、やはりこの南千里丘そのものは市が

主体性を持ってまちづくりを進めたい。

そのことについて、関係者が一致協力し

てまちづくりを進めるという、基本的趣

旨にのっとった基本合意をつくっていき

たいというふうに考えております。

　例えば、企業側につきましては、当然、

その企業の用地もございますので、まち

づくりに寄与されるような土地の活用方

をお願いし、また、それに対する企業か

らの提案も考えていきたいというふうに

考えております。また、阪急電鉄におき

ましても、当然、駅そのものが市からの

要請、要望という、前の代表質問のとき

にもいろいろご意見をいただいておりま

したけど、やはり駅そのものには非常に

歴史がある。この中で、我々は１つの到

達点として、この新駅をつくり上げてい

きたいということで、やはり市の要望な

り要請なりに基づいて、それにこたえて、

阪急電鉄が新駅及び踏切の改良に臨んで

いただくということも、この合意の内容

に入ってこようかというふうに考えてお

ります。

　もう１点、摂津市自体といたしまして

も、やはりまちづくり構想を実現化する

ために、そのツール、つまり都市計画へ

の対応、そして国や府の事業上の承認を

いただいて、インフラ整備を着実に、確

実に進めるということが、逆にこの基本

合意の責務になってこようかというふう

に考えております。

　次に、周辺住民の方々への意見集約は

どうするのかということでございますけ

れども、我々が考えておりますのは、や

はりフリーなご意見をいただくというこ

とで、まちづくりの懇談会などを発足し

ていきたいというふうには考えておりま

す。ただ、これも大きなまちづくりの話

ですし、やはりピンポイントで、南千里

丘だけじゃなしに、ある程度、周りの環

境も踏まえた形でのご意見をいただきた

いというふうに考えておりますけれども、

その点、我々、行政マンがやれば域を出

ませんので、やはりアドバイザーという

ことで、大学の教授なり、いろんな方の

ご意見をいただきながら、この仕組みづ

くりを具体的に検討したいというふうに

は考えております。

　次に、資金計画の関係でございますけ

れども、やはり我々とすれば、できるだ

け直近支出を避けて、平準化をしていき

たいというのが、今回のまちづくりの骨

子でございます。ただ、いろんな制度と

か規約とか法律上の問題とかいろいろご

ざいますので、このあたりは、今後、支

出の内容に基づいて、具体的に検討を進

めるべきであろうと。また、それが支出

の平準化に伴う形のものもあらわれてこ

ようというふうに考えております。ただ、

ご質問がありましたコミュニティプラザ

の資金については、平成１４、１５年度

の調査の段階では含まれていないという

ことでございます。当然、今回、我々検

証チームにつきましては、１５年度の調

査の内容ではコミュニティプラザは含ん

でおりませんでしたので、ただ、福祉会

館の閉館ということもございます、イン

パクトがありますので、当然それを含ん

で検討をすべきであろうということで、

我々はあわせて検証をしております。
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　ただ、コミュニティプラザの資金につ

きましては、市が直接建てた場合にどれ

だけの費用がかかるのか。また、直近支

出を避けるということで、例えばリース

をするとか、リースをバックするとか、

いろんな民間の力を、ノウハウをおかり

して、また活用して進めるという方法も

ございます。そのあたりは、やはり昔で

は、なかなかそういう制度はございませ

んけれども、今は時代的に、社会的にそ

ういうような制度もいろいろ活用されて

いるということで、バリュー・フォー・

マネー、つまり、平場に言いますと得か

損かを検証した上で、また内容をご報告、

ご説明したいと思っております。

　費用につきましては、やはり規模の集

約、また例えば賃貸する場合の賃料なり、

その部分はまだ検証されておりませんの

で、今後、それも含めての検証になろう

というふうには考えております。

　次に、コミュニティプラザの用地でご

ざいますけれども、既存の福祉会館の用

地及びふれあい広場の用地、合わせてお

おむね１ヘクタール強ございます。その

あたりを、どのようにこのまちづくりと

一体的にうまく活用していくか。これは、

公共用地の有効活用という面から考えま

すと、当然、これも検証であり、また民

間との、土地の所有者との協議も必要に

なってこようかと思いますけれども、当

然、我々のイメージといたしましては、

駅ができ、駅前広場ができるならば、そ

こに市の顔として、シンボルとして、駅

前に公共施設の誘致ができれば、一番ま

ちとしてのインパクトを上げられるんじゃ

ないかというふうには考えております。

そのあたりは、考えますと、当然、土地

を売却という形じゃなしに、等価交換な

り、例えば区画整理による飛び換地なり、

集合換地なり、いろんな区画整理という

１つのまちをつくる基本的な整備手法が

ございますので、そのあたりを有効に活

用して、市民の財産である公共用地を十

分活用していきたいというふうに考えて

おります。

　次に、ＳＰＣとの関係でございますけ

れども、ＳＰＣそのものは、今現在、存

続しているわけではございません。ただ、

ＳＰＣそのものを、土地を持っておられ

る企業が、有効にまちにインパクトを高

める、そのための特別目的会社を設立し

て、市と連携したまちづくりを推進し、

まちを経営していくというふうなスタイ

ルになろうかと思いますので、そのあた

りは、今後、いろんな協議なり、向こう

からの提案なり、我々がそれを受け入れ

るかどうか。このあたりは十分、検証す

る材料があろうかというふうに考えてお

ります。

○藤浦委員長　小山参事。

○小山市長公室参事　それでは、返済計

画、平成１５年度当時の調査の結果につ

いて、ご説明させていただきます。

　現段階でも、この調査をもとに、資金

計画を組んでおりますが、区画整理手法

で８億３，０００万円。そして、新駅設

置費用につきましては、１５億円。そし

て、踏切改良につきましては１億５，０

００万円。この金額については、今現在

も阪急とは協議いたしておりますが、今

のところはこの額でいきたいということ

を確認しております。ただ、費用負担に

つきましても、おおむね阪急としては３

分の１、そして２０年の長期割賦も視野

に入れて検討をしていただいている状況

になっています。ですから、この１５年

度調査のとおり、今現段階、進んでおり

ます。

　そして、プラス現段階では福祉会館が、

もう今年度末で閉館を迎えるということ
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で、福祉会館を含めた整備も検討してお

りますので、この区画整理事業手法の予

算以外に、やはり若干費用がかかってこ

ようかと考えております。そして、その

ことにつきましては、基本合意締結時に

は、一定おおむね大体の全体事業費とい

うのは示せてまいると思っております。

　そして、第２ステージの連立時の返済

状況はどうなのかというご質問なんです

けれども、これにつきましては、連続立

体交差事業自身は大阪府の事業になりま

して、実際、このまちづくりができれば、

すぐ事業にかかれるのかどうかというこ

とも、現段階ではわかっておりません。

そして、資金計画もどうなるのかという

ことも、１５年度調査当時ではこれだけ

のお金が出てるんですけれども、今後ど

のように変わっていくのかがわかりませ

んので、今、現段階では、その返済計画

を検討はしておりません。ただ、このま

ちづくりを新駅をつくって、最優先にこ

のまちづくりを進めたいということを、

今、検証している段階でございます。

○藤浦委員長　答弁に不足があるかもわ

かりませんが、再質問でお願いします。

　野口委員。

○野口委員　一通りご答弁いただいたん

ですが、まず、正雀のまちづくり懇談会

についてです。過去からいろいろ正雀地

域の状況をお互いに見て、年ごとにいろ

んな前の条件が変わってくるというとこ

で、心配もしながら、何とかできないも

のかという気持ちで、現在に至っている

わけですけども。自由に意見を交わすそ

ういう場ということで位置づけされてい

るんですけれども、じゃ平成１８年度、

どういう取っかかりでそういう体制をつ

くっていくのかという、その方向、気持

ちはわかりますけども、具体的にどうい

う作業を進めて、そういう体制をつくっ

ていくのか、きちっとお答えいただきた

いと。できればイメージ的にはいろんな

意見を交わしつつ、その中で、他市のい

ろんな例もありますし、専門的な方も、

勉強会などもきちっとその中で進めなけ

れば、意見は意見としていっぱい出るけ

ども、具体的に事を進めていく段階で、

何か知らん、ぼやけてしまうということ

になりますので、それはこれからの話で

ありますけれども、まずどういう取っか

かりをことしつけていくのかということ

について、もう少し詳しくご説明をいた

だきたいと思います。

　千里丘西口の問題であります。微妙な

動きになっているわけですね。一応、説

明では、その方が一番たくさん持ってい

る土地所有者の方に、この西口の開発全

体という位置づけで、いろいろ話もして

ほしいということで、準備組合とその方

の関係では、そういう了解をいただいて

いるという話だったと思うんですけども。

しからば今年度、予算もそう変わらんと

思うんですけども、西口として、準備組

合の活動として、組合の自主的な方向づ

けになろうかと思いますけれども、どう

いうふうになろうとしているんですか。

　それと、いろいろ何年か前にいろんな

事業の全体像として、西口については市

の負担は３分の１ですから、大体その時

点で２０億円ぐらいが市の負担だという

話がありましたけれども、見通しといい

ますか、平成二十数年に、西口の開発だ

とか、吹田操車場跡地の開発だとか、南

千里丘まちづくり等々を含めて、いっぱ

い重なった場合に、それにこたえる財政

状況かどうかもいろんな問題になります

し、そういう点で、財政状況的にどう見

たらいいのか、ちょっとこの場でご意見

だけ聞いておきたいと思います。

　南千里丘まちづくりの問題です。基本
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合意について大まかにわかるわけですけ

ども、過去、ＰＦＩ手法で、旧市民プー

ル跡地から、ふれあい広場に対象地を変

えて、そういう検討をされたときに、あ

わせてＰＦＩ手法が出されて、その中の

事業を具体的に進めていくためにＳＰＣ

が、そういう手法があって、株式会社と

いうことで、いろんなことがマイナス面

で発生した場合に、従来ならば、その会

社が参加した企業が持っている資産も、

その整理、活用されるということから、

そうじゃなくて、支出した開発全体で持っ

ている資産でペイできるような、そうい

う税制も含めて方式に変わったというこ

とで、今、余っている民間資本を、いか

に公的な開発事業に投入されるかという、

その中で検討されてきた手法だと僕は思っ

ているんですけども。基本合意について、

目に見える形で、どういう形でされよう

としているのか。例えば、こういうこと

で基本合意しますという協定書を結ぶの

か。今後、基本合意を結んだ後、こうい

う内容について検討していくんだという、

内容、項目、捺印署名とか、どういう格

好で結んでいくのかというのを、ちょっ

とどう考えているのか。それと、もう一

回、項目について、わかりやすく説明を

いただければと思います。

　市民への懇談会、説明会の問題です。

アドバイザーがずっと協力いただいてい

るということにあわせて、大学の専門の

先生も、その中心的な仕事をしていただ

きたいという趣旨の話でありました。代

表質問では、基本合意を行って、やりま

すという合意をして、それから一定、行

政側として説明できる時点になって、そ

ういう場を設けていくんだという話であ

りました。僕らは、微妙な問題でありま

すけども、最大限、その情報については、

そういう懇談会の場を設定して、そこで

明らかにして、そういう段階から、市民

参加、住民合意を進めていくのが当然だ

という立場で、これまで物を申してきま

したけれども、もう少しアドバイザーが

入っていると、大学の先生も入っていた

だいてやりますという話でありますけれ

ども、例えば南千里丘ということであり

ますから、もう少しわかりやすく説明を

いただけないかと。ご答弁では、南千里

丘地域だけではなくて、千里丘駅だとか、

千里丘東、香露園とか、総合計画ではシ

ビックゾーンの端っこになりますけれど

も、そういう市の全体の計画だとか、周

辺をどういう形で、どこまで見越して、

そういう懇談会の場で設定し、事を進め

ていくのかということもあろうかと思い

ますので、もう少し進め方について、ちょっ

とわかるように説明をいただければと思

います。

　資金計画の問題です。確かに２年前で、

そういう区画整理前提で、コミュニティ

プラザを含めないで、当時のいろんな工

事費の積算に基づいて、数字が示されて

いるわけです。僕らは、いつもこういう

開発事業については、数億円単位のお金

であっても、きちんと最終的にかかる費

用に近い数字を示さなくても、どんどん

推進しようとする姿勢について、いろい

ろ申してきましたけれども、少なくとも

この基本合意、行政手法としている段階

で、委員会でも、私もそうですけども、

じゃ基本合意して、いわゆる民間資本だ

とか、この後のＳＰＣの動向だとか、い

ろんな契約全体の中で、何ぼかかるかわ

かりませんよと。しかし、前提は２年前

のこの構想で出していた金額ですよとい

うことだけでは、なかなかそうですかと

いうことにならないと思うんです。少な

くともコミュニティプラザ、いろんな仮

定の話もありますけれども、ふれあい広
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場、福祉会館の用地を売却とか等価交換

で、コミュニティプラザを南千里丘区域

内で、ここに持ってきて、建設はＳＰＣ

にやっていただくわけですけども、その

関係で、買うのかリースするのか含めて、

いろんなケース・バイ・ケースがあろう

かと思うんですけれども、最低、いろん

なケース・バイ・ケースごとの資金がこ

うなって、これを全体の資金計画の中で

こうなりまっせというのは、大まかにやっ

ぱり出すべきではないかと思いますし、

構想案の資金計画の２０ページでは、先

ほど申し上げましたように、第１ステー

ジの返済計画が出てますけれども、連続

立体交差は府の事業だから、いつ絡まっ

てくるかわからないということもあろう

かと思いますけれども、少なくとも、そ

う言いながら、５年、１０年、合わせて

１５年間の全体スケジュールも出ている

わけですから、５年後にまち開きをして、

連続立体交差が入ってくるという前提で

スケジュールを出されているわけですか

ら、このスケジュールに沿ってした場合

に、第１ステージの２６年間の返済計画

の中に、第２ステージに連続立体交差が

入った場合に、資金計画がどう絡まって

くるのかということぐらいは、やっぱり

入れてもらわなければ、資金計画全体に

ついて、わかっているだけでも、僕らも

なかなか認識はできません。その点をど

う考えているのか、ちょっとお答えいた

だきたいと思います。

　それと、連続立体交差についてであり

ますけれども、このときの総額ですね。

第２次ステージのその他工事を除いて、

９億円を除いて３２５億円の概算費用が

出てますけれども、現時点でこの想定さ

れているかかる費用が変わらないのか、

ふえるのか、その辺、ちょっと大阪府と

の関係で、もし精査されておれば、一番

最新の数字をいただけないかと思います

けれども、まず説明をいただきたいと思

います。

　貨物駅の移転の問題です。一通りご答

弁いただいたんですが、なかなか進める

行政側としては、評価についてなかなか

難しいのはわかってますけども、でも、

きちっとしていただかなければ、こうい

う場で公言する、しないは別にして、き

ちっとしておかなければ、私どもは百害

あって一利なしということを申し上げて

きています。その根拠としては、子ども

たちの健康問題。これは市が調査された

３年間の経過の中で、改めて申し上げま

すけれども、ぜんそくにかかっている率

が、小学校で１．６倍、中学校で３．１

倍に激増しているということ。これは吹

田も一緒ですよ。工事期間は５年間あり

ますけれども、この関係で、千里丘の地

域については、１日、１３０台、往復で

すが、２４時間、工事関係者の自家用車

も含めて１３０台、出入りを５年間する

という問題。現在、新幹線鳥飼基地のと

ころに、大阪貨物ターミナルがあります

けれども、これに加えて移転されれば２

つになりますから、多分、日本最大の貨

物駅が、この摂津市に存在すると、貨物

駅のまちになってしまうという問題。こ

の間のＪＲやＪＲ貨物の、大阪貨物ター

ミナルへのいろんな過去の経過を見ます

と、いくら協定して出発したとしても、

十三高槻線の出入り問題については、今

後、協定書に沿って調整会議でいろいろ

指摘もし、絶対させないという立場で臨

もうと思いますけれども、なかなか将来

的には、ここを通った方が便利になるわ

けですから、その心配を払拭されないと

いう問題。そのことは、大阪駅の現在の

貨物駅のところの運輸関係業者から見た

位置づけで、評価をどう見ているかとい
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う問題があります。梅田の貨物駅は、阪

神高速の取付ランプもすぐありますから、

いわゆる大阪全体の中心部や南部地域に、

そこを中継として貨物を運ぶという点で

は、運送業者からすれば最も適した、そ

ういう状況をつくっているわけです。そ

ういう点からしても、なぜ百済と吹田操

車場跡地に持ってくるかということにつ

いて、大変疑問があるわけです。

　もう一つ、税金の使い方の問題でもそ

うであります。過去いろいろ梅田の貨物

駅を移転して、その跡地を売却するとい

うことについて、当初、清算事業団など

は、そのときに申した２８兆円の国鉄の

負債も含めて、借金返済に使っていくん

だと。当時は１兆円ぐらいの資産価値が

あったと言いますけれども、今大体、ち

またで言われているのは８００億円とい

う話であります。そしたら、返済もでき

ないわけですわね。途中で年金財源で云々

とかありました。今度は、この売却益で

貨物移転に要する費用を賄うんだと。超

えたら開発しないんだと言ってるんだけ

ども、その売却益が何ぼになるのか。移

転にかかる費用は何ぼになるのかという

ことも明らかにされないと。いろんな支

障があるからと。だから、その計画を進

めていくそのものについても、きちんと

明らかにされないと。要は、途中から関

西における国の都市再生事業の重点的な

位置づけがされて、何が何でも移転して、

あの地域を関西財界で開発していくんだ

という、国家的なプロジェクトに変わり

ました。だから、いろんな条件をクリア

して、その１つとして、この大阪貨物ター

ミナルの交通問題も、同じ条件なのに西

口の中央環状線側の出入りをオミットし

ました。そういう全体の、この計画の占

める大きな網がかぶさってきたというこ

とでありますから、そういう点からして

も、やっぱり税金の使い方については、

幾ら上位計画でせざるを得ないにしても、

きちっと問題意識を持って進めていく必

要があるんじゃないかということは、申

し上げておきたいと思います。

　そういうことで、いろいろ摂津にとっ

ても吹田にとっても、余りいいことはな

いと、はっきり言って、いうふうに思う

んですけども。そういういろんな問題点

をきちんと認識して、ぜひ取り組んでい

ただきたいと。今、問題点を申し上げま

したけれども、これについて、問題点と

して受けとめていただくのか、しかし、

一方そうではないんだというふうに受け

とめるのか、その辺を含めてご答弁をい

ただければと思います。

　百済駅の状況です。この間、要望書が

出て、機構側の方から回答を出したと。

現在、協定書の案文について検討されて

いるという話であります。こちらの方の

着工合意の前提に、両方でそのための協

定を行うということが言われていますけ

れども、百済の方の状況をちょっと申し

上げておきますと、今、こちらの方では

吹田における住民投票条例制定の直接請

求という、大きな運動が広がってますけ

ども、こういうような状況だと聞いてい

ます。この要望書が出て回答がされたと。

回答された時点で、出された町会につい

ては、反対、賛成を言わなかったから、

支援機構側は、もう移転でオーケーです

よということがなされたという前提で、

新聞報道もされましたし、そういう作業

をされていると。それに対して、育和連

合町会では、１９の町会がありますけれ

ども、全体の連合町会長がこの４月にか

わるんですって。個人的には、改めて全

体で、この移転計画について説明を受け

て、それでいろんなご意見を聞く場を設

けようと。その結果、賛否もとることも
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含めてという話であります。５つの町会

では、この計画について、賛成、反対も

含めて、一回アンケートをとろうじゃな

いかという動きになっているわけです。

　先ほど申し上げた支援機構側が回答し

たことについて、合意したということで

報道された問題で、連合町会側では、２

月の１０日に、連合町会としては合意し

ていないという回覧をずっと回している

わけです。こういう状況なんです、実際

問題、現場は。しかし、先ほど申し上げ

た、この開発そのものは、もともとは国

家的プロジェクトとして進めてますから、

いろんな見方にかかわって、いろんなわ

からない部分があったりして、どんどん

事が進められているということの中で動

いているわけですけれども。これが今の

百済周辺の地元の状況なんです。

　だから、今から新しい町会長にかわっ

て、いろんな動きも出てくるかと思いま

すけれども、ただ単純に先ほど答弁され

た、協定書の案文の事務をされていると

いう単純ではないという状況はあります

ので、改めてもう少し、百済周辺の状況

について、きちっと自主的に判断できる

ような状況把握にも努めていただきたい

と思います。

　住民投票条例の見方であります。吹田

の方で適切に対応されるのではという話

であります。先日、ご承知のとおり、岩

国の方で、米軍再編のことについて住民

投票をなされて、９０％反対だという結

果でありました。今、いろんな問題で、

国が決めた、県が決めた、そういう計画

について、なかなか納得できないという

ことで、いろんな市で直接的に大事な問

題は住民で賛否をとろうということで、

そういう動きもありますし。だから、そ

ういう意味では、いろんな着工合意の協

定書を結びましたから、いろんな関係が

あるかもわかりませんけど、吹田の方の、

やっぱりこういう臨時議会だとか住民運

動の状況を、きちっとやっぱり真正面か

ら見ていただいて、それだけ住民の間で

は大事な問題だと認識をされていること

だから、そういう点から見ても、この吹

田の住民投票条例の運動の結果、やっぱ

りきちっと受けとめていただきたいと。

なかなか同じ行政同士ですから言いにく

いからもわかりませんけれども、それま

で摂津として待っておきますので、きちっ

と整理をしていただきたいと、そういう

ことぐらいは、さらっと言ってほしいな

という、そういう受けとめは、ぜひして

いただきたいと思うんですけども。

　もう一つは、埋蔵物の問題です。今回、

今定例会に、文化振興条例が提案されて

います。芸能文化が中心だと思うんです

けれども、そういうことも今定例会で提

案されているということもありますし、

改めてこういう遺跡の問題についても、

行政としてどう対応するかということも

あろうかと思うんですが、少なくとも摂

津市内で発掘された遺跡については、摂

津市内で保管する場所を恒常的に設けて

展示をすると。定期的にそれを説明会だ

とか、いろんな市民に対して、より周知

徹底していくという、そういう方向が大

事だと思いますし、そういう点はどうな

のかということを、これは担当でしんど

かったら助役の方で、行政区全体の問題

もありますので、ご答弁をいただきたい

と思います。

○藤浦委員長　野口委員、ちょっと話が

広がり過ぎておりますので、次の質問時

には精査していただくようお願いします。

答弁の方も精査していただいてお願いし

ます。

　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車
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場跡地に関するご質問にお答えします。

　着手合意されてから、残る、表現とし

ては問題と言われておりましたけれども、

一応課題ということで、やはり取扱量と

か、トラックの出入りの台数とかという

のは確かに残っております。その点につ

きましては、以前から何度もご説明をさ

せていただいておりますけれども、ター

ミナル調整会議という場で、やはり逐一

確認をしていって、その状況を見て、も

し違反があれば、その場で意見を出して

いって、是正を求めるという形をとって

おりますので、確かに課題というのは残

りますけれども、それを解決する場とい

うのを設けるということにしております

ので、今までありましたような大阪貨物

ターミナルのような事例といいますか、

そこまでの状況には至らないというふう

には考えております。

　それから、文化財なんですけれども、

都市整備部の所管ではないので、細かく

といいますか、詳しくといいますか、ご

説明はちょっとできないんですけれども、

やはり市の方は、一応、鉄道機構から、

現地をさわることに対して書類を、摂津

市経由で大阪府の教育委員会の方に出す

ようになります。ですから、最終的な判

断というのは大阪府の教育委員会の方で

なされるんですけれども、中間の作業と

しまして摂津市はかんできますので、そ

の中で摂津市も府と交えながら、いろん

な検討なり話し合い、協議がされると思

いますけれども、基本的には大阪府の判

断と聞いておりますし、過去の事例から

いきましても、この現地で出てきている

文化財の内容、全国的に見ましても、一

応記録保存にとどまるものだというふう

に聞いております。今後、その扱いがど

うなるかというのは、はっきりわかりま

せんけれども、今の時点では、やはり記

録保存だというふうにお聞きしておりま

す。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀駅前地区のまちづくり懇談会の今後

の進め方について、お答えさせていただ

きます。

　考えておりますまちづくり懇談会は、

住民の方を集めて、１回だけ意見をお聞

きするというような形ではなくて、住民

同士の中で話し合いをしていただきたい

というふうに考えております。やり方と

しましては、ワークショップのような形

式で、年何回か回数を重ねまして、住民

の中でいろいろとお話をしていただきた

いというふうに考えております。

　次に、千里丘西地区のこれからの準備

組合の活動内容についてですけれども、

前回といいますか、ちょっと前になりま

すけれども、役員会の中で、準備組合と

して当面は反対されている大口地権者に

対する働きかけ、協力要請をメーンに考

えていくんやと。ここ一、二年はそうい

う活動をやっていきましょうという形に

なっております。ですから、今後、準備

組合として大きな動きとしましては、大

口地権者にどういうふうに協力を求めて

いくか。また、先ほどもお話させてもら

いましたように、開発を考えておられま

す方が、直接大口地権者との利害関係が

出てきますので、その中で、また大口地

権者がどのような動きをされるか、その

ような状況を見ながら、今後、考えてい

きたいというふうに考えております。

　それと、資金計画、財政的な考えにつ

いてでありますけれども、確かに摂津市、

千里丘西地区、南千里丘、正雀、吹田操

車場跡地と大きなまちづくりの計画を抱

えております。いずれの地域につきまし

ても、当然、まちづくりを進めていくべ
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き地域だというふうに考えております。

しかし、まちづくりを進めるに当たりま

しては、市の当然、財政負担というのが

伴ってまいります。そんな中で、それぞ

れの地域の熟度や、また周辺の開発の時

間的な整合、それらも考えて、またその

各事業に対します市の負担。当然やって

いかなあかん必要はあるんですけれども、

いかに財政負担を少なくするかと。その

辺も考えながら、今後、調整して、検討

していく必要があるんではないかという

ふうに考えております。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、南千

里丘まちづくりにかかわりますご質問に

ついて、ご答弁申し上げます。

　まず、基本合意でございますけれども、

先ほど、目的、目標を設定しながら、各

関係者間が役割を明確に示すということ

の内容でご説明を申し上げましたけれど

も、ただ、具体的に、やはりこの基本合

意につきましては、どこの区域をもって

基本合意をするかということの区域の設

定を明確にいたしてまいります。特に、

先ほど言いましたように、市にかかわり

ます福祉会館なりふれあい広場の用地を

含むということを、相手方民間企業者の

同意をここで得ると。そして、逆に向こ

うからは、民間企業者の方から、逆に提

案を受けながら、一緒にまちづくりを進

めるんだと。土地を有効に活用し、そし

て与えられた整備手法の中で、正確に進

めるということが基本合意の骨子になっ

てまいります。

　それと、やはり行政にとりましては、

やっぱり主体性のあるまちづくりからし

ますと、当然、用途地域の見直しなり、

地区計画なり、いろんなものを都市計画

対応して、計画的なまちづくりを誘導す

るという、逆に言えば責務もありますし、

そういうまちについての負荷をかけてい

くということになる、計画的誘導を図る

ということの内容も含まれてこようかと

いうふうに考えております。

　もう１点、ＳＰＣにつきまして、民間

資金の活用によるＳＰＣでございますけ

れども、ＳＰＣが全体のまちをするんじゃ

なしに、我々と行政側と民間とどのよう

な連携をとれるか、内容によって特別目

的会社、独立した会社を設立されると。

ＰＦＩで市民プールのご質問がございま

したけれども、ＰＦＩ手法においても、

ＳＰＣを設立して、そこがＰＦＩ手法に

よって整備を行うということでございま

すので、かけ離れた仕組みではないとい

うことでございます。

　３点目の、基本合意の締結後どうなる

んだと、具体的なスキームとしてはどう

なのかというご質問にかかわりましては、

やはり民間事業者からの提案を、市が受

け入れるか、また協議に乗れるかによっ

て、最終的にはまちづくり協定というこ

とで、民間側と締結する形になろうかと

いうふうに考えておりますし、逆に鉄道

側につきましては、やはり基本的な合意

だけですので、やはり覚書なり、設置に

おける協定なり、いろんな形で契約を巻

いていこうかというふうに、スキームと

してはなってこようかというふうに考え

ております。

　市民懇談会のかかわりにつきましては、

当然、周辺、ピンポイントの南千里丘の

部分はございますけれども、当然、影響

する、また関連する部分につきましての、

当然、まちづくりの周辺として、やはり

皆さん方にご参加いただいて、いろんな

ご意見を聞かせていただくということで、

オール摂津全体における懇談会じゃなし

に、やはりある程度影響すべき部分、ま

た国の制度でございますけれども、まち
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づくり交付金制度を活用する場合にでも、

やはり周辺の方々のご意見を聞くという

ことにも、ルール的にもなっております

し、そのあたりは十分、先ほど言いまし

たアドバイザーの意見を聞きながら、あ

る程度の区域の中で考えていきたいなと

いうふうに考えております。

○藤浦委員長　小山参事。

○小山市長公室参事　平成１５年度の資

金計画について、どのようになっていく

のかというご質問ですけれども、我々南

千里丘のまちづくりプロジェクトとしま

しては、平成１５年度のファーストステー

ジ、第１ステージを検証しておる段階で

ありまして、それに福祉会館を含めた事

業はどうなるのかを、今、現段階、検証

している段階であります。そして、連続

立体交差事業につきましては、先ほども

申しましたように、大阪府の事業になり

ますので、検証プロジェクトとしまして

は、連続立体交差事業の検証はいたして

おりません。そして、３２５億円の事業

費につきましても、精査は今の段階では

しておりません。

○藤浦委員長　小野助役。

○小野助役　市財政から見た、これらの

南千里丘なり吹田操車場跡地なり千里丘

西地区なり、正雀なりということの基本

的な考え方を答弁申し上げます。

　まず、財政見通しにつきましては、こ

れは１７年８月に、２１年度までの健全

化、公共下水道の特別会計での平準化債

の発行も入れまして出しております。そ

れで、決算が出ますので、総務部長には

指示いたしておりますが、改めて１８年

の８月段階での形を議会の方にお示しを

するという形で、取り組みをしていきた

いというふうに思っています。いずれに

いたしましても、確かに財政としては、

１７年度決算の段階、また１８年の状況

を見てまいりますと、大体今のところ間

違いなく１０億円という基金で、現実と

しては運用という形の中で、そこでお示

しをした中で、財政的な論議はもう一度

深めてまいりたいと思っています。

　それで、南千里丘まちづくりについて

でございますけれども、そういった形の

資金計画というお問いでございますけれ

ども、今、考えているところで若干申し

上げます。

　確かに、私、晩秋なり、年が明ければ

ということで申し上げてまいりました。

それは、駅の開業を２１年４月と見てやっ

てまいりました。しかし、この時点にな

りますと、駅開業は２２年４月を目標に

するという考え方になろうかと思います。

いわゆる、駅開業があり、まち開きがあ

ると。そのときには、コミュニティプラ

ザがオープンをしておるというイメージ

を持っております。駅、駅前広場、踏切

改良は終わっておる。それで、コミュニ

ティプラザの用地は、まずその終わって

いると考えるときに、私どものふれあい

広場と現総合福祉会館用地は１．１ヘク

タール程度で、この駅前近くに交換等々

で持ってまいりたいと。その上で、コミュ

ニティプラザの建設ということがなると

思います。ただ、そのときに、会館の取

り壊し問題が惹起いたします。それで、

この３月に閉めたときに、東南海・南海

地震、これから議会との議論がございま

すが、大地震なり水害なり風等のときに、

これ、いつ取り壊しをするかということ

が、まず出てまいると思っています。

　したがいまして、この会館の取り壊し

の問題、これは体育館の問題も一緒でご

ざいますけれども、この問題は、この基

本合意をできるだけ早くして、そしてま

ずこの会館の問題と体育館の問題も処理

をしたいと。この予算も出てまいるとい
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うふうに考えています。この中身は、い

ろいろふくそう化いたしますが、いずれ

にいたしましても、市が買ってやるわけ

ではございませんので、民間の事業者な

り企業が買うと。その中身の中で、私ど

もの市の主体性のまちづくりは、コミュ

ニティプラザなり駅であり、駅前広場で

ありと、こうなりますので、そのほかの

面積については、いわゆる分譲マンショ

ンなり賃貸マンションなりの中で考えて

いかれると、採算をと。こうなりますの

で、その辺のことをもう少し、やはり基

本合意をきちっとした中でしか見通せな

い部分があると。いわゆる、民間事業者

の意向が出てくるということを、基本的

に考えております。それで、そういうこ

との中で南千里丘の問題をやってまいり

たいと思っています。

　それから、第２ステージの問題は、こ

れは私、以前からかかわっておりまして、

いわゆる連続立体交差事業そのものが全

国的にも、まだこの経済状況でなかなか

厳しいと。しかしながら、こういう駅が

あり、まちづくりがありせば、大阪段階

では極めて高いランクに持っていけると

いうことを聞いております。したがって、

これからの話は、そういう空論じゃなく

て、いよいよ着工いたしましたと。まち

づくりはこういたしますと、駅はこうな

りますと、こういうまちにいたしますと

いうことでの、大阪府との協議の中で、

それであれば、国に持っていく時期はい

つなのか、どういう見通しなのとか、そ

ういうとこの中で具体の問題が出てくる

と思っております。だから、そこのとこ

ろは、もう少しやはり具体の議論をいた

すについては、やはり着工合意というこ

との中身が、まず大事だと思っています。

　それから、着工合意に対する考え方は、

何点か考えておるんですが、これはその

民間の土地を買われた企業ないし事業者

並びに阪急に理解してもらわなければな

らないのは、これはもう一定、そんな難

しい話と思っていませんが、１つは将来

の高架による立体交差を視野に入れると

いうことが１点。それから、担当が申し

上げました、私ども南千里丘まちづくり

構想の主体性あるまちづくりに協力をし

てもらうということが１点。もう一つは、

新駅を設置するわけでありますから、そ

の市内外のアクセスを考えたときに、私

どもの総合計画のシビックゾーンにふさ

わしい、教育、文化、医療、そういった

中身を十分私ども提示いたしますので、

それを理解していただくと。それから、

現在の民間の持っておられる工場跡地、

ふれあい広場、福祉会館、市民体育館の

用地を含んだ整合性あるまちづくりと、

こういったことの基本的なフレームの中

で、基本合意をやってまいりたいと思っ

ています。

　それで、基本合意の日程的に申し上げ

ますと、やはりこの２２年４月の開業と

なりますと、やはり私は、後を追ってい

きますと、やはりこの４月段階が１つの

山だなというふうに思っています。今、

申し上げたような形の中で、２２年４月

に開業いたそうと思えば、阪急は阪急な

りの考え方もありますし、また予算も要

りますし、そういったことの中で、この

４月中というのが、１つのもう山ではな

いかと。それに向けて取り組んでまいり

たいと思っています。

　それから、吹田操車場跡地の問題につ

きましては、ご指摘のとおり２月１０日

に５者協定ができました。いずれにいた

しましても、本市の８．６ヘクタール、

吹田の１４．４ヘクタール、５者協定に

ございますように、これから貨物駅開業

が２３年４月と見た場合、あと１年プラ

－�18�－



スして、近傍類似価格または市のまちづ

くりの実現に資する価格となってますか

ら、いわゆるその時点が、一部土地を買

うのか、買わないのかという１つの期限

であります。

　もう一つは、吹田市はまず間違いなく

２３年には、少なくとも岸部のまちづく

り、まち開きができておるという予測を

した場合、摂津市としては、この用地を

どう使うかということは、まさしく財政

問題と絡み合わせての問題があります。

　もう一つは、ちょっと前に吹田の阪口

市長とも話しとったんですが、今、私ど

もクリーンセンターの問題が、もう完全

に横たわってまいります。あれが４ヘク

タールございますので、この４ヘクター

ルの私どもの、ちょうど入口が本市で、

あとはみんな吹田が持ってはりますので、

ところが摂津市域にあるということで、

これを合わせれば、吹田の１４．４に対

して摂津は１２ヘクタール以上になりま

すので、そういうことの中で、今後、ク

リーンセンター問題をどう処理するか。

あれを撤去する時期がいつなのか。それ

によってどう変わるかによって、近傍の

土地の価格が全く変わってくるというこ

とを考えております。したがって、それ

らのこともあわせながら、今後の形とし

てやってまいりたいと思っております。

　それから、千里丘西地区の問題につき

ましては、私も今週、ある地権者とお会

いをいたしました。それで、そういう中

で、今、担当が言ってますように、その

方の意向というのは、やはり西口全体の

再開発を頭に置いて始めたいという意向

を持っておられます。しかし、もう１人

の地権者は極めてかたいということは間

違いございませんでして、なかなか整わ

ないなと、これは。今の状況では、と思っ

ています。ただ、私どもこれから考えな

ければならないのは、その開発をやろう

とされております、一部、間違いなく。

そういたしますと、その個人でやられる

可能性もあるんですが、その場合に、言っ

ておられる西口全体の再開発を念頭に置

いたとき、どういう開発ができるかとい

うことを、市としては申し上げることは

申し上げてまいりました。もう一つは、

その個人開発であったとしても、それが

準備組合との整合性をどう保っていただ

けるのかということが１つあります。も

う１点は、その開発されたときに、市と

して、市の主体性のあるまちづくりと考

えたときに、その計画を具体的に提示い

ただいて、その上でどうかかわっていく

か、またどうかかわれるかということを、

うちは検証しなきゃならないことを申し

上げています。すなわち、かかわり方に

ついての資金計画もございますし、その

駅とのアクセスの問題もございましょう

し、それから昭和３７年の都市計画決定

の問題もございます。そういったことを、

今週お会いしたときに、具体にお示しを

していただけませんかと。そのときに、

一度、市としての考え方を早急に一度ま

とめてみたい。これはもちろん議会とも

十分議論をさせてもらわなあきませんの

でということで、今週、お別れをしたと

ころであります。

　そういったことで、市として、申し上

げましたように、１８年８月段階での、

２２年まで見通した形。公債費は４０億

円を超える高原状態が続いてまいりまし

たが、いよいよ３０億円台に入ってまい

ります。ただし、退職手当がいわずがな

のもんであります。そういったことを見

通しながら、特に南千里丘は、資金の平

準化を図りながら進めてまいりたいとい

うふうに思っています。いずれにいたし

ましても、やっぱり基本合意をどうとる
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かということが大事でございますから、

これは私どもの市で土地を買うんであり

ましたら、もう少し具体的に言えるんで

すが、それを民間に買っていただいて、

まちづくりにやるということの中身でや

りますから、私どもは考えたのは駅、駅

前広場、踏切、十三高槻線との取り合い

の関係、それからコミュニティプラザに

おけるその用地と、コミュニティプラザ

建設、今現在の福祉会館の処理問題。こ

れらを全部入れた中での処理をいたした

いと思っていますので、いましばらく時

間をおかし願って、もう少し具体的にな

るように、取り組みをさせていただきた

いなというところを考えております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　要望だけにします。

　助役からも答弁をいただいたので、大

体わかったんですが、いずれにしても、

貨物駅の問題でも、２月１０日に基本協

定が締結されたと。南千里丘まちづくり

も、助役の話では４月中にという話であ

りますから、過去いろいろ開発の問題に

ついては、その必要かどうかという問題

だとか、採算の問題とかも含めて、そう

いうところをきちっと市民的に検証し、

決定すべきだということを、いろんな指

摘もしながら申し上げてきました。受け

とめていただいて精査をお願いしたいと。

　もう一つ、最後の文化財の問題であり

ますけれども、大阪府の教育委員会のス

タンスは、摂津市がそういう保管できる

場所を設ければ、すぐお返ししますよと。

３月いっぱいでお返しをしますというの

が、そういうスタンスであります。昨年、

安威川公民館で、遺物の里帰り展が開催

されて、ごっつい評判になったみたいで

すけども、そういうこともありますので、

貴重なものでありますから、ぜひ、この

記録保存という方向でも結構ですけれど

も、ぜひ場所を設けていただいて、対応

方、よろしくお願いいたします。

○藤浦委員長　ほかにございませんでしょ

うか。

　木村委員。

○木村委員　大体、代表質問でお問いを

しましたし、そういう点では絞って質問

したいと思います。

　今、大きなプロジェクトすべての問題

が、やはり大きなもう山場に来て、いよ

いよ決断と実行の段階に入っていると思

うんですけれども、とりわけ南千里丘ま

ちづくりについては、本会議の代表質問

でも申し上げたとおりですし、若干、吹

田操車場跡地の問題は、先ほど野口委員

の議論を聞きながら、私なりの考え方を

申し上げて、ひとつご答弁いただきたい

と思います。

　といいますのは、やはり梅田ヤードが

５年後の２０１１年、まちづくりのオー

プン。そして、また先ほど答弁があった

ように、吹田のまちづくりも５年後にオー

プンをしていくという段取りで、吹田も

取り組みをされております。そういう点

では、摂津はどうするんかということが、

やっぱり迫られてくるわけですね。そう

なってきたときには、やはり、摂津市と

しても、そこの吹田操車場跡地にどうい

うまちづくりを考えていくんだというこ

との構想は、この時点で持つべきだとい

うふうに私は考えます。

　そういう点では、さっきから話が出て

います遺跡の問題にしましても、新明和

池遺跡記録保存という答弁もありました。

それを掘り返して、どれだけの意味があ

るんかということを、私は考えたときに、

そういう遺跡をさわらずに、そのまちづ

くりをしていくということも、１つの方

法だと思いますし、そういう点では、あ

そこの吹田操車場跡地の下には、山田川
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も正雀川も、いろんな河川が横断もして

おります。そういう点では、地下を掘り

下げていって、大きな建物、住宅等を建

てていくということは、大変難しい土地

でもあります。そういう点では、代表質

問でも取り上げましたように、やはりあ

そこの吹田操車場跡地については、緑、

公園、そういうものを、スポーツ施設を

中心にしたまちづくりを考えていくべき

だと思います。

　そういう点で、そのまちづくりについ

ての財源的な問題も当然絡んでまいりま

す。そういう点では、申し上げましたよ

うに、摂津市のスポーツ施設をあそこに

集約をしていくということになれば、遺

跡を発掘するということには、私はなら

ないと思うんですけど。その辺は、もし

そうでないということであれば、また答

弁の中でお答えいただきたいんですけれ

ども。そういう点では、皆さんご存じの

ように、くすの木公園テニスコート、コー

トを見てもらったらわかりますけれども、

ラバーが相当でこぼこになっております

し、更衣室もないし、シャワー室もない

と。もう一つの柳田テニスコートについ

ても、更衣室についても非常に不便であ

るということを考えますと、やっぱり吹

田操車場の跡地の中に、そういう更衣室、

あるいはシャワー室を備えた総合的なス

ポーツ施設、できれば青少年広場もそこ

へ持っていくというような形のまちづく

りを、私はすべきではないかと思います。

　その財源的な問題は、当然、集約した、

従来あった跡地については売却をしてい

くということは、当然、財源的な問題と

してやっていくべきではないかと思いま

す。その辺のことについて、摂津市とし

てのまちづくりは、いや、そういうこと

ではなしに、やはり住宅等を絡めたまち

づくりをしていくという構想になってい

くのか、その辺のことについて、ひとつ

お答えいただきたいと思います。

　もう一つは、正雀駅前地区の勉強会、

これはまちづくり懇談会から一定の提言

を受けたんですけれども、そのスタート

から考えますと、相当期間が経過をして

います。今、若手を中心にして勉強会が

行われておりますけれども、私も正雀に

住んでおって、あの正雀地域の今の現状

を考えますと、非常にそういう商店等に

ついては疲弊をしております。グリーン

プラザ等についても、もう壊滅的なこと

になっておりますし、そういう点では、

そこにせんり農園が来たり、あるいは業

務スーパーが来たりしたけけれども、み

んなすべて閉鎖をしてしまったという、

もう荒廃した状況の中で、あとの商店街

についても、もう生鮮食料品なんかほと

んどなくなってしまった。衣料品等につ

いても、店を閉めていかれる方がいらっ

しゃる。そういう中で、若手がいろいろ

勉強会をされて、一定の結論を出されて、

どんなまちづくりができるんかなという

ことを考えたときに、今の疲弊している

状況で財政的な面でついていけるのかど

うか。その辺のことについては、大変、

危惧します。そういう点では、いつまで

も勉強会ばっかり継続するんではなしに、

一定の時点で、やはりどういう動きにし

ていくんかということの、やっぱり結論

を出していかないと、延々と勉強だけし

ているということだけでは、私は意味が

ないと思います。

　もう一つは、千里丘西地区の再開発の

問題。先ほど答弁があって、第２の地権

者と準備組合とが話がされておるという

ことはお聞きをしました。これとても、

準備組合に対する補助、当時８０万円か

ら１００万円だったと思うんですけれど

も、してきた中では、今、大体１５万２，
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０００円ぐらいに金額を落とされて準備

組合にもそういう支援をされておると。

その準備組合が、今、考えておられるの

は、やはり第１の地権者の理解を得るた

めの努力をしていくんだということをおっ

しゃってますけれども、私は、東口再開

発の現状を見てもわかるように、東口の

再開発で第１の地権者はどれだけの協力

をしてくれたかということを考えますと、

西地区の再開発についても、協力をして

もらえるということは絶望的な、私は見

方をしています。その辺の第１の地権者

と準備組合とが延々と調整されて、どん

な結果が出るんかなということを危惧し

ます。それを待っておったんでは、千里

丘西地区の再開発は、もうほぼ絶望的に

進んでいかない。そして、第２の地権者

が独自でそこでまちづくりをされるとい

うことになってきますと、相当やはりい

びつなまちづくりになってしまうんでは

ないかということを危惧します。それと、

やはり、せめて第２の地権者と準備組合

とが協調してまちづくりをやっていくと

いう方向に、やっぱり向いていくべきで

はないかという気がします。その辺のこ

とについて、市の担当者として、やはり

準備組合と第１の地権者の調整待ちをす

るのか、そういうことではなしに、今、

申し上げた方向で、とりあえず進めてい

くということにするんか、その辺のもう

決断をしていくべきだと思います。これ

は行政が主体的に決断するのではなしに、

やはり準備組合が決断してもらうべき問

題ですから、その辺に対して、わずかと

はいえ、講演会なり旅費なり調査費なり

で年間１５万２，０００円ほど支援をし

ておりますから、その辺のことについて、

やっぱり市して助言をしていくというこ

とは、あってしかるべきだと思うんです

けれども、その辺の考え方について、一

度聞かせていただきたいと思います。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車

場跡地に関するご質問ですけれども、今

後の摂津市のまちづくりということにな

りますけれども、スケジュール的には、

何度も申しておりますけれども、ターミ

ナル駅の建設には５年かかります。その

５年の後、１年後までに、もし市が用地

を取得するんであれば、それまでに購入

しないといけません。そのスケジュール

を逆算していきますと、吹田市の方では

岸辺の駅前で駅前広場なり駐輪場なりを

つくっていかれます。それとも関連する

んですけれども、逆算していきまして、

もう２年後ぐらいには、区画整理事業な

ら区画整理、都市計画道路も予定してお

りますので、そのあたりの都市計画決定

をしていくと。２年後ぐらいになると思

うんですけれども、その時点で都市計画

決定しようとすると、当然、事業手法、

それから事業主体、それからそこまで決

めようとすると、当然、市としてどんな

まちをつくるんだというのを決めていく

必要があります。ですから、実際のとこ

ろは５年後、６年後という話ではなくて、

この一、二年の間に具体的な市の考える

まちというのを決めていかないといけな

いと思っております。

　現時点では、摂津市域に関しましては、

都市型居住ゾーンとしておりますけれど

も、そのゾーンの中で、やはり災害時な

どに避難地として利用できるような公園

というのも考えております。それは、総

務防災課も入れた中で、最低でも１ヘク

タールは必要だろうというところまで話

をしております。ですから、地下に河川

があるとかいうのも含めまして、あと住

居を考えている面積なんかも考慮しまし

て、どのぐらいの公園として市が整備し
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ていくべきかというのを、具体的に検討

していく必要があると思っております。

ですから、財政的な問題もありますけれ

ども、公園の面積につきましては、最低

でも１ヘクタール。地価の状況ですとか、

区画整理の場合、保留地の面積をどのぐ

らいにすれば採算がとれるとかいうのも

あわせまして、公園として必要な面積と

いうのを、かなり詰めたものとして考え

ていきたいというふうに考えております。

○藤浦委員長　岩田部長。

○岩田都市整備部長　千里丘西地区の再

開発の関係につきまして、まず、先ほど

土井課長が申しましたように、第２地権

者と準備組合の話し合いの中で、ある一

定、第１地権者を何とか説得しようと。

それに対して、我々も市として、地権者

に何とか協力を求めていくというのが、

まず１点やっぱり考えるべきだろうと、

私なりには思っております。

　そこで、第１地権者が、本当にもう協

力しないという方向で、かたくなな考え

を持っておられるのかどうかという部分

を整理していかなければならないと思っ

ております。そこで、第１地権者の協力

が得られないとすれば、やはりその中で、

準備組合と第２地権者の中での整合をど

う、本当にいけるのかどうかという部分

も、これは論議の場で十分話し合えるこ

とになってこようかと思いますので、そ

の辺を的を絞りながら前へ進みたいと。

　それとともに、やはり公共施設の、こ

れは都市計画決定の部分であろうかと思

いますけれども、その部分に対して、市

として、今の現在の３，４００の広場面

積等を縮小するなり、またバスの寄りつ

き、タクシーの寄りつきはどうあるべき

か。これは、最低限度の中で検討すべき

課題だろうとは思っております。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀駅前地区についてですけれども、ご

指摘のとおり、若手懇談会、まちづくり

を担う若手という形で、いろいろ支援し

てまいりました。当初は再開発と、駅の

前に駅前広場、再開発ビルというふうな

形を進めるために、次世代を担う若手を

育てていこうという形の勉強会で始めて

おります。しかし、いろいろな社会情勢

の変化もありまして、今現在、正雀地域

でそういう大規模な再開発事業というの

は、なかなか難しい状況であるというふ

うに、我々も考えております。また、若

手の活動内容も、そういう再開発を目指

した勉強会というよりも、どちらかとい

いますと、商業活性化というソフト面で

の活動に動いているような状況だと。

　大きく、商業だけじゃなくて正雀地域

全体を見まして、商業活性化だけでいい

のかと。正雀地域全体のやっぱり公共施

設が足らないとか、道路の問題、いろい

ろ問題があるという中で、若手は今現在、

商業に取り組んでいるという状況の中で、

もうちょっと広い、正雀を見る中で、今、

何ができるのか、住民として何を求めら

れているのかというのを、やっぱり探っ

ていかなあかんというような考えの中で、

今回、新たに懇談会を立ち上げていきた

いというふうに考えております。

　また、この懇談会には、若手の方にも

参加を要請し、また、近くには人間科学

大学等もございますし、それらの人とも

一緒になって、正雀地域の今後のあるべ

き姿を考えて、大きな変化、再開発みた

いな大きな基盤整備を伴いますような開

発というのは、なかなか難しいでしょう

けれども、ソフト面、また市民が取り組

める活動というのはどういうものがある

のかと。その辺を、今後、市民と一緒に

勉強していきたいというふうに考えてお
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ります。

○藤浦委員長　木村委員。

○木村委員　まず、正雀駅前地区ですけ

ども、さっきも梅田北ヤードは５年後、

吹田の岸辺も大体５年後にまちづくりを

しようと。正雀の、一番やっぱりまちづ

くりの基本になる十三高槻線も、ほぼも

う用地買収が終わって、本年度からいよ

いよ工事が始まっていく予定です。本会

議でも申し上げましたように、この２０

日には反対同盟、あるいは自治会と確認

書を交わして、工事を進めてもらうとい

う形になってきます。そうしますと、５

年後には、その十三高槻線も完成をして

いきます。そうなってくると、十三高槻

線を利用しながら、せめてやっぱり正雀

の駅前にバスが入っていくような形がと

れたら、正雀の発展に大きく寄与してい

くという形になっていくと思うんですね。

　その辺のことが可能であるのかどうか、

市としても一定のやっぱり方針を持つべ

きだと思うんです。いやいや、とてもや

ないけども、駅前広場をするだけのあれ

は財政的な面、いろんな面を考えても不

可能であるということであれば、そうい

うことを抜きにしたまちづくりをしてい

かなあかんということになってきますし、

先ほど申し上げましたように、駅前に再

開発ビルをつくってというような形は、

もう私は望めないと思います。そういう

点では、どんなまちになっていくのか、

地元の議員としても、大変危惧をしてお

りますし、そういう点では、市が若手中

心の勉強会に寄りかかるだけではなしに、

それはそれとして、いろいろ勉強をして

もらう中で、市として主体的にどんなま

ちにしていくのかということの方針を、

私は持っていくべきだと思うんですけど

も、その辺のことについてのお考えをお

聞かせください。

　それと、千里丘西地区の再開発は、今、

答弁いただきましたけれども、準備組合

も市も、第１地権者の理解と協力を求め

ていくということについては、私は否定

をしません。しかし、やはり物事につい

ては、やっぱり一定の見通しというもの

を持っていかないけませんし、そういう

点では、東口の再開発を見ても、とても

じゃないけれども協力してもらえる状況

には今はないと。これから説得をされて、

一気にその問題が前に進んでいくという

ことも、私は到底難しい問題だと思いま

す。そういう点では、せめてやはり第２

地権者と準備組合とは一体となったまち

づくりをするということが、これは最低

条件としてのまちづくりだと思うんです

けども。その辺について、やはり第２地

権者と準備組合との話し合いというのは、

果たして第１地権者と同じように難しい

問題なのか、あるいは、若干のそういう

見通しが持てるものなのか。その辺、市

として、準備組合と第２地権者の話し合

い等についてかかわってこられて、その

辺の感触といいますか、見通しといいま

すか、そういうものを一遍聞かせてもら

いたいと思います。

　先ほどの吹田操車場跡地の問題は、今、

答弁をいただきましたけれども、やはり

この問題も２年後に、やっぱり計画決定

を打っていきたいと。ここ一、二年で一

定の方針を持つべきだということの答弁

もいただきました。そうしますと、やは

り、今持っている市の計画、一定の案み

たいなものを持っておられると思うんで

すけど、居住空間についても、私は、非

常に厳しい問題があるんではないかなと

思いますから、とりあえず公園、避難地

としての公園、あるいは摂津市の全体と

しての緑地の確保、緑の確保という点で、

公園も当然必要だと思うんですけど。やっ
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ぱり一番基本になるのは、そういう僕は

スポーツ施設をあそこに集約することに

よって、それがまた避難所としての役割

を大きく果たしていくと思います、一時

的な避難所として。そういう点では、や

はり従来あるスポーツ施設をあそこに集

約をして、それで従来あったスポーツ施

設を売却をしていって、その財源に充て

ていくというようなことも考えながら、

吹田操車場の問題には取り組むべきだと

いうことを考えております。

　そういう点で、担当の方で、今この時

点でお答えがいただけるようでしたら、

お答えいただいて、難しいようでしたら、

一応、私の方の要望としてとどめておき

ますけれども、今、申し上げたことにつ

いて、もう一度見解をお聞きして、私の

質問を終わりたいと思います。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀駅前地区の市としての取り組みの方

針ということですけれども、今回の懇談

会、今いろいろと市民の皆さんの意見を

聞きながら、また話し合いもしていきた

いと考えております。その中で、ソフト

面での取り組みと申しましたけれども、

当然、話の中では、行政に対する要望的

なものが当然出てくると思います。お話

がありましたように、十三高槻線が完成

して、駅前広場なりバスの導入というの

も、当然その中で出てくるかというふう

に考えております。

　しかし、それなりに駅前広場、面積も

必要になりますし、駅前でそれだけの広

場をとるというのは、相当な財政的な負

担もかかってこようかと思います。話し

合いの中で、その行政的な要望、我々が

やらなければならない基盤整備的なこと

も、それらも一緒に含めて考えていき、

市民でできること、また行政がやらなけ

ればならないことを整理していきながら、

駅前広場、バスの導入につきましても、

どんなことが本当にできるのかというの

は、検討してまいりたいというふうに考

えております。

　それと、千里丘西地区についての第２

地権者と準備組合との協力の感触という

ことですけれども、開発を考えておられ

る第２の地権者というのは、先ほども申

しましたように、土地の活用をやっぱり

早くしていきたいというふうに考えてお

られます。準備組合としましても、それ

は十分理解すると。その中で、反対の地

権者を外してやってしまいますと、今ま

でやはり準備組合、Ｂ地区の組合員です

けれども、みんなで一緒にやってこよう

というところの、やっぱり一部の地権者

さんが、その再開発地区に入ってこれな

いというような状況もあります。

　その中で、準備組合としましても、や

はり今の段階で一部を切ってしまうとい

のは、なかなか難しいというような考え

方をお持ちになり、以前の役員会の中で、

とりあえず第１地権者の協力を要請して

いきましょうと。ここ一、二年は頑張り

ましょうというような形の方針を出され

ているような状況であります。

　また、開発を考えておられる方も、そ

の先行開発が再開発の妨げになるんでは

ないかと。また、そういうふうな開発を

やると、やっぱり準備組合に対しまして

も、まち全体にしましてもよくないとい

うのは、重々お考えになっておられます。

その中で、今後、その大規模地権者と開

発を考えておられる地権者との話し合い

の結果もありますでしょうけれども、そ

れらを見る中で、先行開発をするにされ

ても、どういうような開発をされて、残

りの土地で再開発がまた可能なのかどう

かということも、当然、考えていく必要
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もありますし、またその準備組合としま

しても、本当に大規模地権者の協力が得

られない場合、いつまでも、今ここまで

１０年近くその問題で前に進まなかった

という状況がありますけれども、準備組

合としても、この間の話で、一、二年頑

張ってみましょうと。それ以後は、やは

りその区域を絞って、一部という形も考

えていかなければならないと考えておら

れますし、また、先行開発をされても、

逆に先行開発されることが、西地区の再

開発を進める１つのインパクトになるの

ではないかというような考えも、今現在、

持たれています。

　具体的に話を聞きましたのが１月とい

う形で、まだ準備組合としても、それに

対して十分な議論ができているような状

況ではありませんので、もうしばらく準

備組合の動き、また先行開発者との話し

合いというのは詰めて考えていかなけれ

ばならないというふうに考えております。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車

場跡地のまちづくりに関しまして、委員

の方から貴重なご提案をいただきました。

当然、財政的な負担の軽減というのも考

慮に入れまして、あと、かなり老朽化し

ているスポーツ施設をどうしていくかと

いうことも含めまして、市全体で、その

関係課を交えて、今後、検討していきた

いと考えております。

○藤浦委員長　木村委員。

○木村委員　千里丘西地区の再開発、今

ご答弁をいただいて、準備組合のメンバー

の皆さんが、ここ一、二年、第１地権者

を説得していこうということについては、

やぶさかではないんですけれども、第２

の地権者が、それが３年も５年も待てる

状況では私はないと思うんです。いろん

なもろもろのことを考えますと。やっぱ

り、ここ１年、できたら２年以内に何と

かしてもらいたいというのが本音ではな

いかと思うんですけれども、その辺のこ

とも踏まえて、やはり準備組合に対して、

精力的に第２地権者、第１地権者と、き

ちんと一定の方向を出してもらう、結論

を出してもらうように、また市として、

かかわれる範囲の中で努力をしてもらう

ということをお願いして、終わりたいと

思います。

○藤浦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５１分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○藤浦委員長　再開いたします。

　ほかに質問のある方。

　柴田委員。

○柴田委員　私が感じておりますことに

ついて、少しお尋ねしておきます。

　吹田操車場跡地の貨物駅建設につきま

しては、いよいよもう合意ができまして、

着工ということになりますが、ただ、こ

こでそれで終わったというわけではない

ということを、この前も申し上げたんで

すけど、これから地域の皆さんとの問題

等もたくさん出てくるんではないかと思

います。鉄道・運輸機構としては、やっ

ぱり合意が出た以上は速やかに工事を着

工して、できるだけ早くそういう体制を

整えていきたいというのは当たり前のこ

とですし、それに伴って、今度は地域が

また協定書なり、またそこでいろいろと

問題が出てきたときに、調整する場とい

うことも設けていただいておりますけれ

ども、そういうことの調整がいろいろと

惹起しないように、事前にやっぱり地域

の問題、また工事進行上の問題など、事

前にチェックしてもらって、そういうこ

との少ないような方向を持っていっても

らいたいというふうには思います。

　それから、吹田操車場跡地利用の問題
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は、木村委員から、そこをスポーツ広場

として使うことが一番うちにとってメリッ

トが高いのではないかというご意見も出

ております。私も、これから先、あの地

域にとっては何が一番いいのかというこ

とは、これはやはり貨物駅が来るという

ことが主題じゃなくって、その後の跡地

をどうするかということが、我々市にとっ

ては大きな課題であり、メリットでもあ

るわけですから、そのことについては、

今後、十分、跡地利用については検討し

ていく機会をやっぱり持っていかなきゃ

ならんというふうに思っております。

　先般、吹田の方で少し我々の同僚議員

などとも話をする機会がありまして、摂

津市さん、跡地の問題について、これか

ら横の連絡も十分とっていって、お互い

に議会の中でも、その進捗については見

きわめていかないきませんねと、こうい

う発言もありましたので、それは摂津は

摂津で考えていきますけれども、全体的

な開発として、整合性の持てるように、

また議会同士でもその意見交流ができる

ように、また市同士も、十分その辺の意

見交流をしてもらいながら、将来に向かっ

てのまちづくりということで、あの開発

というものが、今後、大きなものとなっ

てくるであろうと。こういう話をしてお

りましたので、その辺について、先ほど

のご答弁と同じになるかもわかりません

が、私は、今後、跡地問題をどのように

吹田なり、また他の団体なりに市は呼び

かけていかれるのかということをお尋ね

しておきたいと思います。

　それから、２点目は正雀駅前地区の問

題ですが、これにつきましても、ただい

ま木村委員の方からご質問がありました。

十三高槻線もいよいよ着工ということに

なりまして、正雀の問題というのは、も

う好む、好まざるにかかわらず惹起して

くるということは当然であります。ご答

弁によりますと、当初のような大きな再

開発ビルを建ててどうのこうのというよ

うな、今までにあった計画というものは、

もう皆無に等しいと。これから、あの地

域に合ったまちづくりをどうしていくの

かということを考えていかなきゃならん

時期に来ていると。私も同じ認識を持っ

ております。ただ、今日まで申し上げて

きたことは、今回、エレベーター等もつ

きます。バリアフリー法によります駅前

周辺整備と、この正雀の周辺整備をどう

整合性を持ってやっていくのかというこ

とになります。

　そこは、１つはこれからのやっぱり優

しいまちづくり、障害者にとっても、ま

たお年寄りにとっても優しいまちという

ことで、バリアフリー法というものに基

づく周辺整備というものを、当然、考え

ていかなければならないと。一方では、

商業を営んでおられる正雀周辺の皆さん

の意向をもって、どんな正雀のまちがで

きればいいのかということも考えていか

なければならない。そこは、以前にもお

尋ねしたんですけれども、懇談会等も、

岸部方式のような懇談会をお考えになっ

ておられますかということ。これはうち

の原田委員の方から、代表質問の中でも

少しお尋ねをしていただいておりますが、

このことも大変大事な、懇談会を開いて

いただくということでは大事な部分だと

思います。

　そこで、やっぱり正雀で一番ネックに

なっているのは、あの危険な状態を１日

も早く回避していくという、当面のやっ

ぱり目標というのがあると思うんです。

それとも絡み合わせて、今後、どのよう

な整合性を図ってもらえるのか。ただ、

先ほどのご答弁のように、地域との十分

なコンセンサスを得ながら、まちづくり
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を考えていきますと言われても、これか

ら１０年、２０年先になってしまうとい

うことでは、その間、周辺が待ち切れる

のかということ。これはもうだれが見て

も、あの周辺が今、バスも入れない、い

ろいろな問題がありますから、当面の問

題として、あの周辺整備はどうしていく

のかという課題が出てくると思うんです。

その辺についても、分けて考えていかれ

る必要があるんではないでしょうかとい

う、これは以前からも申し上げてきてお

りますが、今後、どうお考えになるのか、

この辺についてもお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、南千里丘まちづくりの問題

でございますけれども、これは先日の民

生常任委員会の中での福祉会館の閉鎖に

伴った、後の問題も含めて助役からもご

答弁をいただいております。これは、先

ほどのご答弁の中にもありましたように、

今回の南千里丘の総合的な開発の中に組

み入れて考えていきたいということであ

ろうと思うんです。そういうことで、私

はそれでいい、それしかないというか、

それが一番いいと思うんですが、その中

で、やはり危険な状態にさらされている

ところでもありますし、また、体育館も

その時点では一定判断もしてみたいとい

うことでもありますので、この辺につき

ましては、十分に福祉会館の閉鎖と体育

館の将来という展望の中で、まちづくり

との整合性ということは考えていただき

たいというふうに思います。そして、１

日も早く、あの会館が安全な状態で市民

に提供される、閉鎖されるということを

望んでおりますので、この辺につきまし

ても、ひとつ考え方をお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、千里丘西口につきましては、

地権者の皆さんが、できるだけ私は仲よ

くといいますか、平和主義者ということ

ではどうかと思いますが、ときには見切

りも要ると思うんですが、やっぱり今日

までの過去の経緯もありますので、そう

してまた、将来に向かってのやっぱりま

ちづくりということへの協力体制という

こともありますので、このことにつきま

しては、準備組合の方が中心となって、

これからのまちづくりについて、できる

ことであれば、全地権者の合意の中で、

１つの事業が達成されるということへの

最大の努力を図ってもらうということが、

まず第一ではないのかなというふうに思っ

ておりますので、その辺のご努力をして

いただくということを、まずお願いして

おきます。

　しかし、いつまでたっても、そのこと

のために暗礁に乗り上げるということで

あれば、またこれはそのとき、そのとき

のやっぱり状況判断ということも出てこ

ようかと思います。しかし、まず当面は、

当初のやっぱり全体的計画の中の地権者

の皆さんの合意を、まず形成していくと

いうことに最大の努力を図っていただき

たいというふうに思っておりますので、

このことについてもお考えはどうでしょ

うかということをお聞かせいただきたい

と思います。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車

場跡地のまちづくりですけれども、これ

からまちづくり、具体的に検討してまい

りますけれども、跡地自体は、ご存じの

とおり吹田、摂津両市にまたがっておる

区域でありますので、その全体的にどう

いうまちにするかというのは、当然、吹

田市、摂津市、両市で一緒に考えていく

内容になります。この跡地だけでなくて、

跡地がある場所、その周辺も含めまして、

どういう位置にあって、どういうものが
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必要なのか。その辺から考えていきまし

て、整合をとりながら、しかも各市のそ

れぞれの事情に合ったまちというのを検

討する必要があると考えております。

　ですから、各市で独自でこういうもの

が欲しいというようなことを勝手に考え

ていくことなく、しかもその市域を挟ん

で、同じようなものが隣接するというよ

うなことがないようにする必要がありま

すので、それは当然、吹田市と一緒に協

調しながら、まちづくりを進めてまいり

たいと考えております。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀のまちづくりについてでございます

けれども、ことしから若手懇談会以外で

も、そういう市民の意見を聞く場をつくっ

ていきたいというふうに考えておりまし

て、この場合につきましては、特にテー

マを限定するんじゃなくて、正雀の持っ

ている問題、いろんな問題があると思う

んですけれども、先ほど質問にありまし

たバリアフリーの問題、また道路の問題、

いろんな意見を話し合ってもらおうとい

うように思っております。どんな意見が

出てくるかこれからの話になりますけれ

ども、それらを踏まえまして、関係課と

も協議し、進めてまいりたいと思います。

　しかし、正雀地域の危険な交通問題で

すけれども、なかなか道を広げるといい

ましても、周りには商業がびっしりと、

また住宅が張りついているような状況で

もありまして、なかなか簡単に買収で道

を広げるというのは、なかなか難しいの

かなと。また、十三高槻線が具体的に工

事に入ってくると。今、正雀に入ってく

る車の多くが、吹田との道路がないため

の通過交通が非常に多いんではないかと

思っております。十三高槻線が完成して

いきますと、やはり正雀に入ってくる車

というのも減ってくるというふうに思っ

ておるんですけれども、交通問題につき

ましては、今、考えている中で、簡単に

正雀の今の状況を解消する解決策という

のはなかなかないのかなと。やっぱり十

三高槻線の整備には期待をしていきたい

というふうに思っております。全体的な

まちづくりにつきましては、懇談会の中

のいろいろな意見を聞きながら、また関

係各課とも調整をしながら、今後、進め

てまいりたいと考えております。

　それと、千里丘西地区についてでござ

いますけれども、やはり今、準備組合と

しまして、ご質問にもありましたように、

過去の経過から、やはり全体でやってい

きたいという気持ちを持っておられます。

今までずっとそれで来たんですけれども、

準備組合の中で、やはりここ一、二年と

いうふうな、若干、期限も切られた中で

考えも持たれております。その中で、や

はり大規模地権者の協力がやはり得られ

ないとなったときには、準備組合として、

ある程度の方向転換をやっぱり考えてい

く時期に来ているというふうに思います。

いましばらく準備組合の活動、大口地権

者の協力を得ていくという形に対しまし

て、市としても支援、協力してまいりた

いというふうに考えております。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、南千

里丘にかかわります福祉会館の問題につ

きましてご答弁申し上げます。

　現実的に福祉会館そのものは、今月末

をもって閉館されるという、もう現実の

お話があるわけでございますけれども、

特に今回の南千里丘まちづくりにつきま

しては、この福祉会館をコアにしたコミュ

ニティプラザということで、それがまち

のシンボルになるような施設を検討し、

建設したいというふうには考えておりま

－�29�－



す。ただ、そこに付随いたします現在の

既存の体育館の扱いにつきましては、非

常にこれ、時間的なタイムラグを生じた

場合に、今現在も使われておられますの

で、そのあたり、福祉会館自体の安全と

いうキーワードから、解体を余儀なくさ

れる状態になりますけれども、いつ解体

をした場合に、体育館の扱い、これは非

常に今後の課題になろうかというふうに

我々も認識はいたしております。

　ただ、解体する場合におきましても、

やはり福祉会館だけを単体で解体するん

じゃなしに、建設時期も同等な時期でご

ざいますので、やはりそれの耐用年数も

踏まえまして、やはり体育館の扱い、つ

まり解体も含めまして、総合的な安全対

策という部分は、今後、検討していきた

い。ただ、このまちづくり自体が、民間

との共同歩調の中で、スケジュール的な

ものも含めまして検討してまいりますの

で、その時点で、当然、福祉会館用地の

活用という部分で、先に福祉会館の自体

の建物、そして体育館の扱いが、その時

点で明確にお示しできるのかなと。ただ、

時期につきましては、今後の基本合意以

後の、きちっとしたスケジュールの組み

立ての中で、その時期が明確にお示しが

できるというふうには思っております。

○藤浦委員長　柴田委員。

○柴田委員　ご答弁いただいて、これ以

上詰めて聞いても、やっぱりまだ将来に

向かってのそういう課題ですから、こう

しますということを言い切っていただく

というわけにいかないと思うんですが、

まず吹田操車場の問題は、私が先ほど申

し上げましたように、工事期間中の経緯

につきましては、十分、地元の意向も聞

いていただきながら、その調整会議が再

三開かれるということでなしに、そこへ

至るまでに、できるだけやっぱり双方の

問題点をまず事前にチェックして、処理

して、スムーズにいけるように、ひとつ

考えてあげてほしい。しかし、どうして

もそれは対立するということになってき

たときには、この調整会議の必要性とい

うのは、やっぱり唯一許された場所です

から、これはもう当然出してもらわない

かんわけですけど、それに至るまでに、

十分に意見を交換できるような、また双

方のやっぱり問題点を事前に先方にも、

やっぱりきちっと伝えて、そういうこと

の問題点が発生しないように、これは最

大の努力を図ってほしいと思います。

　それから、吹田操車場跡地利用のこと

につきましては、午前中の質問の中にも

クリーンセンターですか、終末処理場の

絡みという、これはもう一つのネックに

なってきますね。あの終末処理場がもし

何らかの形で撤去という言葉がいいのか

どうか、取り除いて新しいものに利用で

きるということになってくると、これは

摂津のまちづくりの中には、大きく横に

広げて、利用価値も高くなる。また、周

辺住民からも、非常に喜んでもらえると。

今あれがあることがけしからんのかとい

うと、大変難しいことですけど、現実の

問題として、やっぱりあった方がいいの

か、なかった方がいいのかというと、市

民の感情としては、あれは取り除いても

らえればありがたいという周辺住民の声

というのは強いように思います。

　そういうことで、私はこの跡地の中に

は、クリーンセンター、終末処理場の件

も含めて、広範囲になりますけれども、

一度考えていくような案をつくっていっ

てもらいたいというふうに思いますので、

これは要望ということにしておきます。

　それから、正雀駅前は今言うように、

どうしてもやっぱり今の開発の状況で、

吹田の岸辺開発がいつごろに本格的な事
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業に乗せられるのかということは、まだ

定かじゃないですけど、先ほどのご答弁

などの話を聞いておりますと、２２、２

３年というころには、本格的なものがで

きてくるであろうということになります

と、その辺との関連も含めて。ただ、今、

正雀が今の状況で、過去の我々の取り組

みからいきますと、本当に開発ができる

なんていうのは、今、懇談会を開いて、

いろいろな状況なり精査して、具体的に

立ち上げていっても、正直言うて１０年

やそこそこは見なきゃならんのじゃない

かというふうに思います。いや、もう１

０年かかりませんでと。３年か４年でぱっ

とやってしまいますがなと言うわけには

いかんでしょう。財政的なこととか、い

ろいろなことがあります。

　そこで、私が以前から提案しておりま

すのは、そこへ至るまでの、とりあえず

正雀駅前のミニ開発か何かをして、あそ

こに十三高槻線が完成したころには、バ

スが入り込めるようなものをつくってい

くという、これは第１ステージといいま

すか、そういう考え方、それをもう少し

キーにして、周辺整備を膨らませていく

という考え方。この２段構えが要るんで

はありませんかということを以前から申

し上げてきておりますので、このことも

今即回答して、そうしますというわけに

もいかんでしょう。いろいろな状況もあ

るけれども、あの地域の事情を考えたと

き、そうしていくしか仕方がないのでは

ないかという、私なりの判断なので、ひ

とつきょうはこれ、私の考えとして、聞

いておいてもらえればありがたいと。こ

れはご答弁は要りません。

　それから、南千里丘まちづくりのこと

ですけれども、私も市民から、福祉会館

つぶれますねん、文化ホールもつぶれる

のとか。市民でっせ。それで、体育館は

どないなるのとか、やっぱりこの３点セッ

トは気になっていると思うんですよ。私

は今まで、いや、体育館はあのまま継続

して使ってもらいますよと。今問題になっ

ているのは福祉会館だけですよというこ

とは説明してますけども、先般から、体

育館の問題も含めて考えていかなきゃな

らんというようなお考えも出ております

ので、ちょっとこれ、もし聞かれたとき

に、もし今回の開発の中で、体育館も含

めてそういう整合性がとれるようであれ

ば考えていくということに、市の方は少

し前向きというか、そういう考えを持っ

ておられますという説明もできると思う

んですが。

　そこで出てくるのは、今、体育館の利

用状況というのはどうなのか。また、あ

の体育館がなくなったときに代替はどう

なるのかというようなことも、正直言う

て出てくると思うんですよ。私は、質問

としては福祉会館が閉鎖をしたものの、

また第２、第３の事故が起こっとったと

いうのは困るということを以前からずっ

と言うてきているわけですから、それを

やっぱり食いとめてもらうということは、

早期解体ということしかないのかなと。

しかし、それには単独費でやるというこ

とになれば、莫大な費用も要る、それを

この事業の中にうまく組み込んでいけれ

ば、大変いい方向にいくということで、

考えをめぐらせていただいているんだろ

うというふうに思いますので、そのこと

が悪いとは思っていません。１日でも早

くつぶせと言うたって、これはやっぱり

問題のあることです。ただ、事故が起こ

らないという最小限度のフォローだけは、

しておかないかんのじゃないかなという

ふうに思っておりますので、その辺も含

めて、体育館の閉鎖も、もし今後、本格

的に出すのであれば、その代替はどうす
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るのかとか、いろいろな問題を含めた説

明が、我々にしていただけるようにお願

いをしておいて、これも答弁は要りませ

んのでひとつお願いということで、それ

で結構でございます。

○藤浦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　午前中からいろいろと、

南千里丘の開発の問題、あるいは吹田操

車場の跡地問題、それから千里丘西駅前

の開発の問題等につきまして、大筋のこ

れからの方向なり、あるいは基本的な問

題については、かなり明らかになってき

て、市の方の対応等につきまして、一定、

お答えになりました。いずれの問題にし

ましても、特にハードな面からして、摂

津のまちづくりの本当に根幹にかかわる

ような問題が、時期が１つに固まってき

たというのが実情じゃないかというふう

に思います。

　そこで、午前中からいろいろと、これ

からの方向づけ等の話、あるいはまた、

１８年度予算としては、ごくわずかな分

しか予算化されていないわけですけれど

も、この予算化、部分的に予算化されて

いる部分の後ろに、もう膨大な仕事があ

るということでありますので、しっかり

やっていただきたいということを、まず

冒頭にお願いしておきたいと思います。

　それで、具体的な話として、南千里丘

の開発は、先ほど助役の答弁にございま

したように、一定の目標をちゃんと持っ

て、２２年４月に駅開業ということをめ

どにし、それであと、関係機関なり関係

者の基本的な合意を、近々に決着をつけ

るという方向で動いているということで、

これはもうしっかり、そういうことで、

これまでの若干おくれた経緯はあります

けれども、やっていただきたいというふ

うにお願いしておきたいと思います。

　それから、千里丘西地区の問題でござ

いますけれども、最近、吹田市側の山手

のマンション開発が急激に進んできまし

て、これはもう大変な事態になっておる

わけです。そういう点から考えますと、

それの玄関先になっているのが、たまた

ま千里丘ということになりますので、あ

の駅前が何とかならないと、こういった

ことについての、吹田も含めた大きな広

域的なまちづくりの面からしましても、

これはもう絶対早く進めてもらわなきゃ

ならんということであるわけです。とこ

ろが、先ほどからいろいろとお話が出て

おりますとおりに、権利者に対する話が

十分思うようにいかないということなん

ですけれども。

　先ほど、助役の方から、南千里丘の開

発での答弁がありましたように、準備組

合任せではなしに、準備組合がしっかり

やってもらわないかんわけですけれども、

むしろやっぱり駅前広場とか、それに向

かっての交通アクセスをするための道路

とか、都計街路とか、そういったことで

計画街路の決定、計画決定は既にあるわ

けですから、そういったことも含めて、

これはやっぱり市が公の施設、道路なり

駅前広場なり、そういうところを進めな

ければならんという、市というやっぱり

まちづくり上の責任上、そういうふうに

準備組合で権利者の方の関係者と話し合っ

てもらってお願いしますということだけ

じゃなしに、むしろ南千里丘でちゃんと、

その民間の協力も得ながらといいながら、

市が主導して、きちっと進めていってい

ただいているようなご答弁の内容だと私

は思いますので、だから、千里丘西地区

にも、むしろこの方向転換して、もっと

積極的、具体的に、市としてはこうだと、

あるいはまたこうあるべきだということ

で、一応の都市計画決定はできているわ

けですけれども、それ以外の方策で何か
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ないか。権利者との話につきましても、

もう少し、私権制限とまではいきません

けれども、そういった形の力でもって進

めていくというような、一見遠回りのよ

うであっても、やはりそこへ力を市とし

て直接にかかわっていくようなぐらいの

姿勢で臨んでもらわないと、なかなか進

むような話ではないと思います。

　午前中からの木村委員のお話でもあり

ましたように、今の関係者の様子を拝見

してますと、なかなか一筋縄でいかんと

いうのは、もう既に皆さんもご承知のと

おりです。ですから、新たな方策なり、

あるいはまた、強権発動というような言

葉は使いたくはありませんけれども、公

共施設として何をせないかんかというこ

とがあるわけですから、それに基づいて、

しっかりした別の方策でも何でも考えて

いただいて、進めていただくような手だ

てがないものかどうか、それも今のやり

方と同じような方向だけでなしに、また

別の、南千里丘のような形で直接に、民

間の協力は全体的に、財政的な面も含め

て考えてやっていくこととあわせて、積

極的に言っておられるような、そういう

ふうな同じような姿勢を、千里丘西地区

の方にでも示してもらわなきゃいかんと

いうふうに思いますんですが、その点に

ついて、少し考え方を聞かせていただき

たいというふうに思います。

　それから、吹田操車場跡地の問題につ

きましては、これはもう残された都市空

間としては非常に重要な空間であり、吹

田と摂津の両市にまたがるわけですから、

これは先ほどから議論がありますとおり

に、整合性のあるように、先ほどご答弁

がありましたとおり、同じものが２つ並

ぶような、あるいはまた同じ性質のもの

がそこにあるというようなことがないよ

うに、やっぱり全体として、あるいはま

た大きく言えば、吹田市、摂津市、両市

域にまたがって、全体から考えてふさわ

しい土地利用の仕方というのは十分考え

ていただいて、結論を出していただきた

いと。これはもう午前中からいろいろ議

論が出ているところですから、そういっ

たことを踏まえてやっていただきたいと

お願いしておきたいと思います。

　それから、もう一つ、ちょっと具体的

な問題でお尋ねしておきたいんですが、

２月１０日に、いわゆる建設事業の着手

合意ということで、協定を結ばれて進ま

れた中ですが、その中の確認書の中で、

せんだってのご報告のときに、若干、確

認の問題の中身について、もう少しお聞

きすればよかったかなと思う具体的な問

題があります。その中に、区域内の雨水

とか汚水の、いわゆる排水処理ですね、

この点について、現況がどうなっている

のかということと、それから、計画後に、

それをそれぞれの公共下水に取り込んだ

り、あるいは山田川、正雀川といった河

川に取り込む話もあるわけですけれども、

具体的に利用が進めば様子が変わるわけ

ですから、だから、今まで、これはもう

具体的に土地の中に水がしみ込めば、そ

れで済む話が、ちゃんとした施設ができ

ますと、一遍に水が出てくるというよう

な話があるようなことも、例えばの話と

してありますので、現況と、それからそ

の後の話との間に問題がないかどうか、

その点だけちょっと、取り込む具体的な

話は公共下水道、河川しかないわけです

から、それはわかるわけですけども、そ

ういったことについて問題がないかどう

か、ちょっとお聞きしておきたいと思い

ます。

　それから、当面の問題として、これか

ら工事が始まって、特に以前にも説明会

がありましたとおりに、工事中の車の出
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入りなり、あるいはまた工事中のいろい

ろな問題、近所に対する迷惑の問題とか、

そういったことがあります。このことに

ついて、具体的に、その工事業者が決ま

れば、また説明会に入りますというよう

なことを言うてましたですけれども、な

かなかその現況と、それから実際に説明

に来ておられた方との間に、この前にも

申しましたけれども、現況とそれから工

事について実際に入ったときにどうなる

かということについての部分が、非常に

あいまいな説明をしておられましたし、

そういったことについて、問題がないよ

うにするために、市としてどういうこと

をしていただけるのかということですね。

そういったことを、一遍具体的にお聞か

せいただきたいというふうに思います。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車

場の関係で、確認書に記載しています排

水に関してお答えします。

　この排水に関しましては、実際に鉄道・

運輸機構と協議していますのは土木下水

道部なんですけれども、現況の排水処理

がちゃんとできておるのは確認していた

だいておるんですけれども、将来的に土

地を若干でも造成するとか、あるいは貨

物の方の新しい施設ができる。それに関

しましても、やはり協議を図面でもって

きっちりやっておりまして、貨物の施設

については、当然、既設の水路なんかに

流して、下水に放流するという話になっ

てます。それから、まちづくりの可能用

地、今のところは鉄道・運輸機構が持っ

たままになりますけれども、その中で、

造成すると、当然、水をどこに流すとい

うのがあるんですけれども、その用地を

売却するまでの間は、ちゃんとその水の

流れる道筋をちゃんとつくって、しかる

べきところへ流すということで、その図

面も提示されていますので、排水処理に

ついてはそういうことで、きっちりと協

議されている状態になっています。

　それから、あと工事中なり、地元への

説明会への対応に関するご質問だと思う

んですけども、まず、鉄道機構が行いま

す地元説明、前回もご指摘がありました

けれども、現況把握がどこまでできてい

るかというのは、確かに疑問なところが

あるんですけど、現地にも何度も鉄道・

運輸機構が足を運んでおりますし、わか

らない点については、市の方に質問にも

来ておりますし、そういう意味では、積

極的には動いているという状況がありま

すし、市の方からは、説明の仕方に対し

て、こういう説明をしないと、なかなか

住民は理解されてませんよというような

話もさせていただいています。ですから、

こういう情報をこんな形で正確に伝えて

くださいというようなことも、鉄道・運

輸機構の方には市からは申しております。

　それから、工事中に関しましても、鉄

道・運輸機構の方でそういう苦情といい

ますか、そういう地元の意見を聞くよう

な窓口というのを設けることになってお

りますので、そういう内容については、

そこで鉄道・運輸機構が聞き入れる場所

を持っておりますし、そのほか、もし地

元から、何かもうちょっと違う形で市に

対して、あるいは鉄道・運輸機構に対し

て、もうちょっといろんな意見、工事だ

けでなくいろんなことに関して意見を言

いたいというようなことがありましたら、

そういう場もつくっていくようなことに

は、一応、鉄道・運輸機構がつくるとい

う形ではなっておりますので、そういう

ことで、地元に対しては、誠意ある対応

ができるんじゃないかなというふうに考

えております。

○藤浦委員長　土井課長。
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○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西地区の再開発について、ご答弁

させていただきます。

　進め方について新たな方策はないのか

というようなご質問だったんですけれど

も、やはり、地元の意向というのは大切

にしていきたいというふうに考えており

ます。地元が、今現在、やはり再開発で

という考え方を持たれている中では、や

はり再開発を重視しまして、おっしゃっ

ているとおり駅前広場、都市計画道路、

都市計画決定されております。再開発を

無視して市が先行してその部分を整備し

ていくというのは、当然、やり方として

はあると考えております。しかし、公共

施設だけでは、全体のまちづくりはなか

なか難しい。やっぱりそういう中で、再

開発というのが一番手法的にはベターで

あろうというふうに考えております。

　その中で、一部地権者の反対によって、

なかなか進まないというのが現状であり

まして、地元としましても、やっとここ

に来まして、一、二年の状況を見る中で、

やっぱり組合としても同じことを言うて

たらだめだなと。何らかの方針転換、区

域変更とか、縮小ということもやっぱり

考えなければならないということを前提

に、今、大口地権者との協力を求めると

いう形の中でやっていこうというような

形になっているのが現状です。

　それともう一つ、もう事前に私権制限

をやって進められないかということなん

ですけれども、あそこをまだ再開発の都

市計画決定がされておりません。その中

で、なかなか制限、強制的にやっていく

というのが非常に難しい状態であると。

先に再開発の都市計画決定を打てないか

ということがあるんですけれども、今の

都市計画決定としますと、もう再開発事

業が見えている、地元同意がされている

というのが大前提になります。そういう

前提があった上で都市計画決定をしてい

くというのが今の進め方でありまして、

昔は先に都市計画決定を打って、制限を

かけてしまうというような方法ではあっ

たんですけれども、ちょっと今はそうい

う形の中で、先に都市計画決定を打って

いくというのは、なかなか難しいと。

　その中で、今おっしゃっているとおり、

あのままではだめだということは、市の

方としても十分承知をしておりますので、

今後とも準備組合とよく話をしながら進

めてまいりたいと思います。

○藤浦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　あんまりくどく申して

は何ですけども、今、後からお答えいた

だいた千里丘西地区の話ですけど、午前

中からもいろいろ話がありますとおり、

私権が絶対みたいな感じで事が運ぶよう

なことというのは、よくありませんし、

それから土地とか、そういった公共財産

というのは、一応私有権が認められたり

何かすることがありましても、俗に言う

公共の福祉ということから考えたときに、

何をせないかんかと。その所有権の権利

のある人が何をせないかんかということ

を、もっとわかってもらわないかんとい

うふうに思うわけです。

　ですから、そういう点から、そういう

ことをわかってもらうための方策という

のは、先ほど強権発動云々の話を言いま

したけども、そういうことだけを言うて

るわけやなしに、やっぱりそのことを、

公共財産を持っている人が、その所有権

に基づいて、公共の福祉のために何をせ

ないかんかということについて、もっと

やっぱりわかってもらわないかんという

ことの、そういうことに対する理解を求

める努力ですね、これは柔らかく協力を

お願いしますというて、こうです、ああ
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ですと言うて説いていくのも１つの、真

正面から行く方法も方法ですけれども、

別の形で、何かそういう形で協力を求め

るような話はないやろうかということで

申し上げているわけで、法的な問題も含

めて、ぜひ研究してもらって、やっても

らうことも、何か遠回りのように見える

けれども、案外、相手によればそれが有

効な場合があるということを漠然と考え

ますので、そういうことを申し上げてい

るわけで。今のやっていただいている準

備組合の皆さん方、あるいはまたそれの

関係者の皆さん方、あるいはまた、市が

やろうとしていろいろと今、続けていた

だいていることにつきましては、私は、

そのご苦労に対しては、努力に対しては

多としたいと思いますし、そのことは続

けていってもらわないかんことはもちろ

んですけれども、なかなかそういうふう

な形ではないというのは、午前中からの

審議でもおわかりいただけることだと思

いますし、直接接しておられる皆さんか

らすれば、余計そのことはわかっておら

れると思いますので、それだけに何か手

だてを考えていただけたらということで

申し上げるわけで、さらなる努力をぜひ

お願いしたいというふうに思います。

　それから、冒頭に申しましたように、

南千里丘の開発のように、具体的に目標

を、いついつ駅、それまでに基本合意、

これが大体今までちょっとおくれてきた

けれども４月というような感じで、はっ

きりした目標を持って、しかもそれに向

かってどんどん進めるという、こういう

ことができれば一番ええわけなんですけ

ど、そういうことが千里丘西地区に関し

てもできないかということも、一から考

え直してもらうのも、むだではないとい

うふうに思いますので、ぜひその点も、

ぜひお願いしておきたいと思います。

○藤浦委員長　ほかに質疑はございませ

んでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時４０分　休憩）

（午後１時４１分　再開）

○藤浦委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で本委員会を閉会します。

（午後１時４２分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　藤　浦　雅　彦

　　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　山　本　善　信
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